
福祉保健生活環境委員会会議記録

福祉保健生活環境委員長 森 誠一

１ 日 時

令和２年３月２３日（月） 午前１０時３０分から

午後 ４時２０分まで

２ 場 所

第５委員会室

３ 出席した委員の氏名

森誠一、濱田洋、井上伸史、土居昌弘、羽野武男、藤田正道、吉村哲彦、猿渡久子

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

阿部長夫、太田正美、小嶋秀行

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

福祉保健部長 廣瀬高博、生活環境部長 宮迫敏郎、

病院局長 田代英哉 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものと賛成多数をもって決

定した。

第３号議案、第４号議案、第１３号議案及び第２９議案から第３６号議案までについて

は、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

継続請願３、請願４及び請願５については、採択とすべきものといずれも全会一致を

もって決定した。

については、不採択とすべきものと賛成少数をもって決定した。請願６

（２）第１７号議案、第２３号議案、第２５号議案及び第２６号議案については、可決すべき

ものと総務企画委員会に回答することに、第３７号議案については、可決すべきものと

商工観光労働企業委員会に回答することに、いずれも全会一致をもって決定した。

（３） 。陳情８及び陳情９について、質疑を行った

（４）第３次大分県環境教育等行動計画について、大分県人権尊重施策基本方針の改定につい

て、新型コロナウイルス感染症への対応についてなど、執行部から報告を受けた。



９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 主任 小春拓也

政策調査課政策法務班 主査 熊野彩



福祉保健生活環境委員会次第

日時：令和２年３月２３日（月）１０：３０～

場所：第５委員会室

１ 開 会

２ 生活環境部関係 １０：３０～１２：００

（１）合い議案件の審査

第 １７号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

第 ２３号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

第 ２５号議案 大分県長期総合計画の変更について

第 ２６号議案 第２期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略の策定について

（２）付託案件の審査

第 １号議案 令和２年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ３２号議案 大分県環境基本計画の変更について

第 ３３号議案 大分県動物愛護及び管理に関する条例の一部改正について

第 ３４号議案 大分県公衆浴場法施行条例等の一部改正について

第 ３５号議案 食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準及び営業施設の

基準を定める条例の一部改正について

第 ３６号議案 浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について

請 願 ５ 気候変動に対する非常事態宣言について

（３）付託外案件の審査

陳 情 ８ テクノロジー犯罪の撲滅について

陳 情 ９ 嫌がらせ犯罪の撲滅について

（４）諸般の報告

第３次大分県環境教育等行動計画について①

大分県人権尊重施策基本方針の改定について②

③南海トラフ地震臨時情報への対応について

④第１０回日本ジオパーク全国大会２０１９おおいた大会の報告書及び第５回「山の

日」記念全国大会の開催について

（５）その他

３ 病院局関係 １３：００～１３：３０

（１）合い議案件の審査

第 ３７号議案 大分県公営企業の設置等に関する条例等の一部改正について

（２）付託案件の審査

第 １３号議案 令和２年度大分県病院事業会計予算

（３）その他



４ 福祉保健部関係 １３：３０～１５：３０

（１）合い議案件の審査

第 １７号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

第 ２３号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

第 ２５号議案 大分県長期総合計画の変更について

第 ２６号議案 第二期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略の策定について

（２）付託案件の審査

第 １号議案 令和２年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ３号議案 令和２年度大分県国民健康保険事業特別会計予算

第 ４号議案 令和２年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

第 ２９号議案 大分県地域福祉基本計画の策定について

第 ３０号議案 大分県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について

第 ３１号議案 大分県次世代育成支援行動計画の策定について

継続請願 ３ ハンセン病元患者家族の人権回復とハンセン病問題の全面解決につ

いて

請 願 ４ 大分県手話言語条例の制定について

請 願 ６ 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設に関する意見

書の提出について

（３）諸般の報告

大分県医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」及び「外来医療に係る医療①

提供体制の確保に関する事項」の策定について

大分県社会的養育推進計画の策定について②

大分県障がい者芸術文化推進基本計画の策定について③

について④新型コロナウイルス感染症への対応

（４）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、福祉保健生活環境委森委員長

員会を開きます。

なお、審査の都合上、予算特別委員会の分科

会もあわせて行いますので、御了承願います。

また、本日は、委員外議員として阿部長夫議

員、太田議員、小嶋議員が出席されています。

委員外議員の方が、発言を希望する場合は、

委員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受

けた後、長時間にわたらないよう要点を簡潔に

御発言願います。

本日審査いただく案件は、前回、継続審査と

なった継続請願１件、今回付託を受けた議案１

２件、請願３件及び総務企画委員会から合い議

のあった議案４件、商工観光労働企業委員会か

ら合い議のあった議案１件並びに陳情２件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

生活環境部関係の審査に入ります。

初めに合い議案件の審査に入ります。まず、

総務企画委員会から合い議のあった第１７号議

案大分県の事務処理の特例に関する条例の一部

改正について及び第２３号議案大分県使用料及

び手数料条例の一部改正についてのうち、生活

環境部関係部分について、一括して執行部の説

明を求めます。

議案書１９４ページ樫山食品・生活衛生課長

第１７号議案大分県事務処理の特例に関する条

例の一部改正について説明します。資料１ペー

ジをお開きください。

事務処理の特例に関する条例は、地方自治法

の規定に基づき、知事の権限に属する事務のう

ち、市町村に権限移譲する事務の範囲を定める

条例で、今回の改正は、いずれも関係法令の改

正に伴うものです。当部関係分として、動物の

愛護及び管理に関する法律と浄化槽法の二つの

事務を説明します。

資料１ページをお開きください。まず、動物

の愛護及び管理に関する法律関係からです。当

該事務については、既に動物取扱業の登録事務

などを大分市に移譲していますが、昨年６月の

法改正で（１）の表中の、勧告に従わない動物

取扱業者の公表、第一種動物取扱業者であった

者及び不適正に動物を飼養している者への立入

検査等の権限が追加されたことに伴い、事務を

追加するものです。

なお、改正法施行日は、令和２年６月１日か

ら施行としています。

続いて、浄化槽法に基梶原循環社会推進課長

づく事務について説明します。資料２ページを

お開きください。

浄化槽法の改正についてですが、表のとおり、

使用休止の届出の受理など、①から④までの四

つが県の事務として新たに設けられたところで、

これらを市町村への移譲事務として追加するも

のです。

なお、現在、権限移譲済みの市町村は中津市

など９市村で、浄化槽の設置届の受理等の事務

を移譲しているところです。事務処理の特例に

関する条例の施行日については、改正法に合わ

せ、令和２年４月１日としています。

第２３号議案のうち、消防大城消防保安室長

保安室に関係する高圧ガス関係事務について説

明します。議案書の２０７ページと資料３ペー

ジをお開きください。

高圧ガスを充塡するための容器については、

その危険性から高圧ガス保安法により検査を受

けることとなっています。その検査にかかる手

数料については、容器の種類ごとに、国が地方

公共団体の手数料の標準に関する政令により定

めているところです。

水素自動車の燃料として圧縮水素を充塡でき

る容器は、繊維強化プラスチック複合容器のみ

でしたが、高圧ガス保安法容器保安規則の改正

により、新たに鋼製の圧縮水素自動車燃料装置

用継ぎ目なし容器が追加されたことから、圧縮

水素を充塡できる容器は２種類となります。

これにより、地方公共団体の手数料の標準に

関する政令には、高圧ガス保安法容器保安規則

に規定される圧縮水素自動車燃料装置用容器を
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引用し新たに項目が設けられたところです。こ

れに伴い、大分県使用料及び手数料条例の別表

第三の高圧ガス関係事務の項の容器検査手数料

の区分に圧縮水素自動車燃料装置用容器を追加

するため、所要の改正を行うものです。

なお、施行については、令和２年４月１日か

らです。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

動物の愛護及び管理に関する法律の藤田委員

改正に関してですけれども、これは大分市へ新

たに法改正で都道府県へ預けた事務を移譲する

というものですが、ここにある勧告に従わない

事業者の公表とか、動物取扱業者だったものに

対する立入検査等とあるんですけれども、通常、

動物取扱業者に対する指導管理は、どういう状

況で行われているのかお伺いします。

これまでも虐待など樫山食品・生活衛生課長

の事例があれば、当然、保健所は当該事業者に

立ち入っていました。

しかし、これまで法律の裏付けがありません

でしたが、昨年の動物愛護法改正でその裏付け

ができた。動物愛護管理員は、保健所の主に獣

医師等の職員を県知事が指定しています。

内容的には今までと変わらないんですけれど

も、法律の裏付けができたことが主な変更点に

なっています。

いつもペットショップ等を見るとき藤田委員

に気になるのが、販売期間を過ぎたような大き

くなっている犬ですね。この犬たちがどうなっ

ているのか気になるんですけれども、そういっ

たものは定期的に巡回して、状況を聞いたりし

ているんですか。

危険な動物とかは年樫山食品・生活衛生課長

１回入らなければいけないという規定はあるん

ですが、ペットショップ等、第一種動物取扱業

者等については、そういった規定は特にありま

せん。しかしながら、そういった市民からの情

報であったりとか、動物愛護団体からの情報等

をいただいた場合は、適宜入って、ペットショ

ップ等の業者に指導をしています。

ほかに委員からありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れで質疑を終了します。

なお、採決は福祉保健部の審査の際に一括し

て行います。

次に、総務企画委員会から合い議のありまし

た第２５号議案大分県長期総合計画の変更につ

いて及び第２６号議案第２期まち・ひと・しご

と創生大分県総合戦略の策定についてのうち、

生活環境部関係部分について、一括して執行部

の説明を求めます。

第２５号議案大分県長期総宮迫生活環境部長

合計画の変更及び第２６号議案第２期まち・ひ

と・しごと創生大分県総合戦略の策定に関して、

全般的な部分と、当部関係部分について説明し

ます。最初に、長期総合計画及び総合戦略は、

共に将来の大分県づくりに向けた長期的・総合

的な指針を示す計画であるため、この二つの計

画の全般的な部分を一括して説明します。委員

の皆さまには、昨年の第３回及び第４回定例会

において、内容等について議論していただきま

した。さらに、長期総合計画については、先月

の臨時常任委員会においても、御意見等をいた

だいたところです。

また、年末よりパブリックコメントを実施し、

県民の皆さんから幅広く御意見をいただくとと

もに、外部有識者からなるプラン中間見直し委

員会や市町村長と連携した、まち・ひと・しご

と創生本部会議でのこれまでの議論を踏まえ、

最終的な計画案を作成しました。

まず、議案別冊大分県長期総合計画「安心・

活力・発展プラン２０１５」（改訂案）を御覧

ください。前回お示しした素案からの主な変更

点等について説明します。３ページをお開きく

ださい。

１時代の要請として、変化する社会情勢等を

示していますが、そのうち、中ほどにＳＤＧｓ

について記載しています。ＳＤＧｓの理念に基
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づく取組を求める御意見が多くあったことから、

当該箇所においてその姿勢を具体的に記述する

とともに、素案では参考資料として記載してい

ましたＳＤＧｓに関する取組について、１５１

ページから始まる計画推進のためにとして位置

付けることにより、持続可能な社会の実現を図

る姿勢を示しました。

次に、第２期まち・ひと・しごと創生大分県

総合戦略の策定について説明します。議案別冊

第２期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略

（案）を御覧ください。本戦略は、長期総合計

画の中から、まち・ひと・しごと創生に関連す

る施策を、集中的・重点的に推進するための計

画として策定するものです。

４８ページをお開きください。これは、長期

総合計画と総合戦略の関係を示したものです。

本戦略では、長期総合計画における取組を、総

合戦略の基本目標であるⅠ人、Ⅱ仕事、Ⅲ地域

に沿って整理しており、その具体的な取組内容

は、長期総合計画と同一のものとなっています。

したがって、素案からの変更点についても、長

期総合計画と同様の内容となっています。

次に、当部関係部分について説明します。当

部関係部分については、２月３日に開催された

臨時常任委員会で説明した内容から変更はあり

ませんが、本委員会の皆さまやパブリックコメ

ント等でいただいた意見も参考に、プランに基

づき、今後施策を展開する上での主な施策を説

明します。議案別冊大分県長期総合計画「安心

・活力・発展プラン２０１５」（改訂案）の目

次をお開きください。

まずは安心分野の施策番号４、環境分野です。

環境問題については、地球温暖化、気候変動な

ど国際的な枠組みでの対応が必要であるととも

に、ＳＤＧｓの理念も念頭に、我々一人一人の

意識と行動を変えていくことが重要だと考えて

います。これまでも、県民総参加のおおいたう

つくし作戦を精力的に展開してきましたが、今

後も、各地域で実施される主体的な環境保全活

動を通じて、環境への意識を高めるとともに、

持続可能な活動の基盤づくりを支援していきま

す。

ＣＯ２やプラスチックゴミの発生抑制につい

ても、事業者、消費者団体、行政からなる協議

会などを通じ、取組を拡大します。また、ユネ

スコエコパークや日本ジオパーク、温泉資源な

どに代表される豊かな自然環境については、保

護・保全を図るとともに、持続可能な適正な利

活用を進めます。

施策番号８の強靱な県土づくりと危機管理体

制の充実では、南海トラフ地震をはじめとした

災害への備えとして、即応力の強化と自主防災

組織や防災士の育成など、引き続き災害に強い

人づくり、地域づくりを進めます。

活力分野では施策番号７－（１）の女性の活

躍推進です。女性が輝き活躍する社会づくりを

推進するため、仕事と家庭が両立できる社会づ

くりを進めながら、働きたい女性、働いている

女性への支援を、官民連携して取り組み、地方

創生の加速前進につなげていきます。

発展分野では、施策番号１－（６）の青少年

の健全育成です。８０５０問題に象徴されるよ

うな、ひきこもりの長期化、高齢化への対策を

丁寧に進めていきます。

引き続き、多様な県民の皆さまの小さな声ま

でしっかりと受け止め、安心・活力・発展の大

分県づくりを進めるとともに、大分県版地方創

生の加速前進に向け、尽力していきますので、

御指導、御支援をよろしくお願いします。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

今説明のあった強靱な県土づく濱田副委員長

り、危機管理、これは理念と言いますか、もち

ろん生活環境部ですけど、実際の実行の場所と

いうのは土木建築部であったり、あるいは農林

水産部であったり、だから、その辺のいわゆる

理念と具体的な実行、その辺の打合せと言いま

すか、すり合わせはどのようにやっていくつも

りなのか、あるいは今までもやってきているの

か、お聞きします。

今、各部局で横断的に河野防災対策企画課長

なっている部分があります。基本的には、今年

度、国土強靱化計画の見直しを県でも行ってお
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り、そこに防災局や農林などの部局が入って、

その計画作りを担っていくことになります。

また、各市町村も国土強靱化計画の市町村版

を作るようになっており、これも令和３年度中

に作るとなっています。我々が昨年作りました

地震・津波防災アクションプランは令和５年度

までの計画としており、この中に市町村と協働

して進める１４の項目があります。こうしたも

のについては、市町村版の国土強靱化計画の中

にも盛り込むように、我々が出向いて指導して

いるところです。

いずれにしても、本体の国土強靱化計画の中

にいろんな関係部局が集まり、この計画を作成

するとともに、また、国土強靱化計画のいわゆ

る下部の計画となっている地震・津波防災アク

ションプランを令和５年度までにしっかり達成

するようにしながら、各関係部局と連携を取り

ながら進めていきます。

私はいつも思うんですけれども、濱田副委員長

基本的には、事業の優先順位だと思うんですね。

例えば、今、県道なら県道で平均すると約７５

％以上は改良済みなんですね。あと２５％、こ

れを今からいろんな強靱化のためにやるとして

も、その優先順位を誰がどこで決めるのか。生

活環境部が提案をして、現場となる土木がここ

を最初にやろうとか、あるいは早くやろうとか、

そういう現場との打合せと言うか、そういうも

のは生活環境部としてはどんな思いでやってい

るんですかね。

生活環境部で所管して河野防災対策企画課長

いる部分については、例えば、国土強靱化の部

分でもソフト事業の関係があります。やはり地

域の防災力をいかに強化していくかになるので、

例えば、防災士の養成であるとか、あるいは防

災士の方々が実際に自主防災組織と連携しなが

ら、どうやって避難行動につなげていくか、そ

ういった取組をまずは優先させていき、そこに

ついては我々防災局の中で、しっかりと議論し

ながら進めていくところです。

この長期総合計画、総合的には濱田副委員長

やっぱり地方創生をどう進めていくかという問

題だと思いますけれども、道路とか河川とか、

いろんな災害のためにやるものは、基本的には

地方創生、そこに本当に住んでいけるかが一番

目標だと思うんですね。だから、そこをちゃん

と捉えて総合的に考えていかないと、さきほど

言った優先順位とか、そういうものが定まらな

いと思うんですよね。だから、やはりそういう

メンバーとの打合せを密にやって、そして、住

んでいける地域づくりに生活環境部も今まで以

上に取り組んでいただきたいと思います。ぜひ

来年度も、我々は今日で一応この委員会は終わ

りますけれども、続けてやっていただきたいと

思います。

さきほど濱田副委員長からお話が牧防災局長

ありました県土の強靱化、この優先順位につい

てですけれども、主にハード事業ですと、例え

ば、防災ため池であれば、危険箇所の調査を行

い、そのうちに危険なところについては危険度

の優先順位をつけて事業を行っていくという取

組をやっていますし、また、生活環境部ではハ

ザードマップ、これは土木でハザードマップの

基礎データを作り、ハザードマップ自体は市町

村が作成するんですけれども、このハザードマ

ップに基づく周知、こういったものについては

県も一緒に関わりながら、住民に対して意識高

揚ということで図っています。

このハザードマップの中には、土砂災害警戒

区域等があります。この土砂災害警戒区域の中

にある施設についてはより安全なものになるよ

うにと、担当部局で優先順位をつけながら行っ

ていくというのが実態です。

言葉的には非常にすごく耳触りがい井上委員

い面があります。市町村との連携と言いますけ

れども、言葉的であって、私は余り本質的には

捉えられていない、基本的に──基本的という

のはおかしいんだけれども、あまり捉えられて

いないなと感じます。自分が思うのは、市民の

皆さん、県民の皆さん方が私たちにここが危な

いよ、何とかしてほしいと要望があったところ

は、住民の皆さん方から直接の要望だから、私

たちにとっては一番、さきほど言った安全が優

先がどうのこうのも確かに大事だけど。

議会の立場からすると、住民の皆さん方の思
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いを伝えて、これを何とかしてほしいとなっち

ゃうので、ずれが出てくるんだよね。そして、

その地区が果たして優先順位が何番目かは私た

ちはあんまり分からないのよね、実際。本当に

危険なところは分かるんだけれども、そういう

要望が多いということを皆さんに理解してほし

いのね。

ですから、うまく進まんのじゃねえかと私は

言いたいわけです。そういうことも含めて、準

備的にやるのはいいんだけれども、私の結論か

ら言うと、要望が多いところと、少しずれがあ

るなという意識も持っていただけるとありがた

いなと思います。これは要望になるかどうか分

かりませんけど、そういった意見が多いという

ことも理解していただきたいと思います。

青少年の健全育成の関係で、実は昨藤田委員

日、小学校から高校までの不登校のお子さんを

持つ保護者の方、高校生の当事者を受け入れて

いるフリースクールの方々の集まりがあったん

ですけれども、その中でフリースクールを運営

されている方が、財政的に一人当たり年間５０

万円から８０万円の経費がかかると。これを今、

保護者の負担にしているけれども、片親の方も

多いし、経済的に必ずしも裕福でない方も多い

ので、この辺の支援を何とか考えてもらえない

か。福岡県では、フリースクールそのもの、若

しくはそういうお子さんに対する助成があるん

だけれども、大分は考えてもらえないのかとい

うお話があったんですけれども、この辺の検討

が今どのようになっているかお尋ねします。

フリースクール、今、不登宮迫生活環境部長

校の子などが増えており、居場所として非常に

大事になってきているんじゃないかなと思って

います。

ただ、それに対してどういう支援ができるの

かは、私どもだけじゃなくて、教育委員会とか、

そういったところも含めて考えていかなきゃい

けない部分ではあると思うんですけれども、最

近、非常に学校現場、ストレートの連携が増え

てきていると思っています。

ただ、フリースクールそのもの、これは運営

形態とかそういう部分の工夫もあろうかと思う

んですけれども、フリースクールだから公費を

助成するという形には今なっていないんではな

いかなと承知しており、さきほど申しましたい

ろんな子どもさんがいらっしゃって、いろんな

居場所を準備するという意味では、もうちょっ

とたくさんの居場所がなるべくある方がいい、

要するに学校に限らず、そういったところをど

うするかというのは、これからもしっかり議論

していかなきゃいけないと考えています。

保護者の方も、我々も、所得税も住藤田委員

民税も県民税も払っているのに、さらに教育の

部分でお金が出るということに対して憤りを持

たれている方もおられるので、ぜひ引き続いて

検討をよろしくお願いします。

１点お願いします。吉村委員

今回の長計の部分で、ＳＤＧｓを前面に押し

出していただいています。羽野委員も今まで何

度も皆さまに訴えをしていた部分もあるのかな

と思うんですけれども、生物環境という部分で

言えば、ＳＤＧｓに関心を持たれている学生と

かも多く感じますし、実際、そういった方から

呼ばれて、一緒に勉強する機会もあるんですけ

れども、そういった小さな団体で、その方たち

がＳＤＧｓを中心にやっていこうと思って、皆

さんとの連携であったりとかいう部分で何かお

考えがあれば、お聞かせください。

環境の面では、例御沓うつくし作戦推進課長

えば、若者とか子どもたちに対して、環境教育

学習を推進しています。その推進を担っていた

だいている方に環境教育アドバイザーをお願い

していますけれども、これまでは身近なごみ問

題であるとか、地球規模の温暖化の問題である

とか、そういったことを主にテーマとして学習

をしていましたけれども、これから、今おっし

ゃったＳＤＧｓ、これがまた大きな環境のテー

マになり得ると思いますので、アドバイザーの

研修会等の機会を通して、テーマとして取り入

れていきたいと考えています。

ありがとうございます。ぜひ小さな吉村委員

団体の方にも目を向けていただいて、特に学生

とかは非常に関心を持って、ここに特化して取

り組もうという皆さんもたくさんいらっしゃい
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ますので、ぜひこちらから声をかけていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。

地球温暖化の問題なんですけれども、猿渡委員

予算特別委員会でしたか、答弁の中で、地球温

暖化が進んでいくことはもうしようがないので、

それに対応した形で考えていくという中身の答

弁があったかと思うんですね。その辺は、ちょ

っと違うんじゃないかという考えを私は持って

います。つまり、企業に対して物をあげないと

そういう考え方になってしまうんじゃないかな

と思うんですけれども、やはりこれは大分県だ

けでできることではないですが、大分県の考え

方として、地球温暖化が進んでいくのはしよう

がないんだと、その中でどうしていくかという

ことではなく、温暖化をいかに食い止めるか、

進み方をいかに抑えていくかという観点に立た

なければならないと私は思うんですけれども、

どうでしょうか。

まず、これからい御沓うつくし作戦推進課長

ろいろ対策を取っても温暖化は進むという見解

については、世界的な学者の集まりだとか、Ｉ

ＰＣＣの報告書の中で既に示されています。そ

ういったことで、その上昇を最小限に抑えてい

こうと取組はしていきますけれども、増える影

響については適応策をしっかりやらないといけ

ないということで、国が法律を作って動き始め

たところです。

御指摘のように、ＣＯ２の削減については、

大幅に削減が必要になりますので、国、それか

ら、経済界、産業界も、今革新的環境イノベー

ション戦略スタイルを作って、新しい開発を行

っています。そういったものをできるだけ早く

普及させてＣＯ２の上昇を減らそうということ

でやっていますけれども、私たちにできること

と言うか、一番大事なのは、やっぱりどうして

も身近な問題ですので、その意識を変えていっ

て、例えば、そういった省エネの新しい技術が

開発されたときに、それを積極的に導入してい

くという意識を持ってもらうように働きかけて

いくことも大事ということで、産業界と私たち

と一緒に同じ方向を向いて取り組んで、役割分

担をしながら進めていると認識しています。

やはりいかに温暖化を抑制していく猿渡委員

かということも重視しながら、その中での対策

と言いますか、進むときの対策というのもいる

でしょうけれども、非常にそこを大事に、念頭

に置いていただきたいなと思います。

長計を見て感じるのは、例えば、再土居委員

犯防止というのがあります。これは当然、生環

だけではなくて、福祉保健にも関わってきたり

しますし、例えば、ひきこもりもそうです。生

環だけではなくて、福祉保健も関わったり、教

育委員会も関わったりします。そういったとこ

ろをどこかでまとめていかなければならないん

ではないかなと思っているんです。

そういった、本来ならばワンストップがいい

んですけれども、組織的にそうはならないんで

あれば、どのようにして情報を共有して全体と

して大分県として解決に取り組んでいくのかと

いうところを方向づけるような取組も必要では

ないかなと思っているんです。

これから、どういう具合に考えているのか、

伺いたいと思います。

まず、再犯に関して森私学振興・青少年課長

ですけれども、再犯防止推進協議会というのが

あります。これは県だけではなく、国の保護関

係、労基監も入ったことなんですが、その下部

組織として幹事会を設けており、そこで全庁横

断的な議論を行っています。それを協議会と同

じ場で議論することによって施策の連携を図っ

ていきたいと考えています。

もう一つのひきこもりに関して、非常に広範

な施策との連携が必要になりますので、これも

随時、庁内で議論をしながら、会議を持ちなが

ら議論を深めているところです。

それをもっと意識しながら、しっか土居委員

りとお願いします。

ほかに委員からありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

プランの６４ページで、目標小嶋委員外議員

指標で防災士資格取得者数を令和６年度で１万

６千人としています。目標を定めて取組を図る
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のは、大変良いことと思いますが、県で１万６

千人を確保するとかではなくて、それぞれ市町

村が積み上げると思うんです。大分県の取組で

受講したときに、一番大事なのは、そこで合格

された方がそれぞれの市町村にきちんと周知さ

れて、市町村での登録が行われているかどうか

です。いつかは何か連絡が来るだろうと思って

いたら、なかなか来ないということで、ちょっ

と懐疑的なところがあります。実は私も県の取

組で受講したら、なかなか市から連絡が来なか

ったので市に言ったら、どういうことですかと

のことだったんです。平成２４年か平成２５年

の頃だから、まだまだ進んでいる頃だったんで

すけど、この前、新人の議員も含めて防災士の

登録を今していると思うんですが、本部──防

災士機構に登録すると同時に、市町村に名前を

登録しておかないと、市町村からのいろんなフ

ォローが多分受けられないということに今なっ

ていると思います。大分県がフォローアップ研

修とかをそんなにたくさんするわけではありま

せんから、市町村での活動が大事になります。

そこは今後しっかりと市町村と連携を取って、

なおかつ県の取組で受講された方には、必ず市

町村で登録をするんですよということを、マニ

ュアルまでは作らなくてもいいと思うんですけ

ど、きちんとしておかないと、いつまでたって

も連絡が来ないよとなっている方もいらっしゃ

ると思います。

なので、そこは一つ気を付けていただきたい

と思います。状況把握をされているか、お尋ね

します。

防災士については、日河野防災対策企画課長

本防災士機構という民間の機関の資格の試験等

を経て認定されます。県にも合格者名簿が来ま

すし、また、市町村にも来るのでチェックして

いると思います。市町村で把握していないよう

な状況があるのではないかという話も今ありま

した。チェックしているかどうか確認をして、

徹底して市町村が把握するようにしたいと考え

ています。

ぜひよろしくお願いします。小嶋委員外議員

ほかに委員外議員からありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れで質疑を終了します。

なお、採決は福祉保健部の審査の際に一括し

て行います。

以上で、合い議案件の審査を終わります。次

に、付託案件の審査に入ります。

まず、第１号議案令和２年度大分県一般会計

予算のうち、生活環境部関係部分について、執

行部の説明を求めます。

それでは、第１号議案令和宮迫生活環境部長

２年度大分県一般会計予算のうち、生活環境部

関係について、説明します。

本日の委員会では、先日の予算特別委員会の

際に説明した事業以外の主な事業について各課

室長から順次簡潔に説明させていただきますの

で、よろしくお願いします。

それでは、生活環境企安藤生活環境企画課長

画課の主な事業について御説明します。

令和２年度生活環境部予算概要の１１ページ

をお願いします。

左上の事業名欄上から２番目の高齢者交通安

全対策推進事業費１８８万５千円です。この事

業は、県内の交通事故発生件数が１５年連続で

減少する中、高い割合を占める高齢者による加

害・被害交通事故の抑止を図るものです。

まず、高齢運転者の免許自主返納を促進する

ため、自主返納した高齢者に特典を付与するサ

ポート加盟店の周知に努めます。

あわせて、高齢者自身に現状の運動、判断能

力を知っていただく参加型のいきいき交通安全

体験講座を県警、市町村とともに開催し、高齢

者の交通安全意識の高揚を図っていきます。

うつくし作戦推進御沓うつくし作戦推進課長

課の主な事業について御説明します。

予算概要の２２ページをお願いします。

左上の事業名欄上から１番目の豊かな水環境

保全推進事業費２９０万７千円です。

この事業は、豊かな水環境の保全活動を推進

するため、河川の特性に応じた地域住民の主体

的な活動を支援するものです。

今年度開校した川づくり大学では、先進地の
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事例紹介や現地見学を行うなどして人材育成に

取り組んでおり、本年２月には大分川流域で庄

内水の輪会議、挾間水辺空間利活用推進会議が

設立されるなど、新たな取組も始まっています。

また、本年１０月に熊本市内で開催される第

４回アジア・太平洋水サミットにおいて、水環

境保全に取り組んでいる団体の交流や情報収集、

情報発信の場を提供し、活動の一層の活性化を

図ります。

自然保護推進室の主な橋本自然保護推進室長

事業について御説明します。

予算概要の１９ページをお願いします。

左上の事業名欄上から１番目の祖母・傾・大

崩ユネスコエコパーク推進事業費２，４３３万

４千円です。

この事業は、ユネスコエコパークの環境保全

及び自然と共生した地域振興を図るため、宮崎

県や関係市町と連携し情報発信や受入環境整備

等を行うものです。

滞迫峡や円形分水など、エコパークの特徴的

な自然や文化等を楽しむ見所に適切に誘導する

ため、案内看板等の整備に取り組みます。

また、オフィシャルアーティストであるＤＲ

ＵＭ ＴＡＯや山の日等のイベントを活用し、

見所や周辺施設などの情報発信を進め、誘客促

進につなげます。

県民生活・石松県民生活・男女共同参画課長

男女共同参画課の主な事業について御説明しま

す。

予算概要の３４ページをお願いします。

左上の事業名欄上から１番目の安全・安心ま

ちづくり連携推進事業費９８８万５千円です。

この事業は、安全・安心なまちづくりに向け、

県民の防犯意識の高揚や子どもたちの安全を確

保するための取組などを行うものです。

来年度は、日常活動や仕事をしながら見守り

に参加できるながら見守りや子どもたちの様々

なＳＯＳに対応するこども連絡所の協力者を増

やすため、県内６か所での講習会や事業所訪問

を行うほか、活動時に着用するたすきなどを作

成・配付し、見える化を図ります。

また、１０月に開催する安全・安心まちづく

り県民大会や子どもたちだけでなく、地域全体

の防犯意識向上につながる地域安全マップの作

成などについても、参加者の拡大を図り、あわ

せて市町村、学校、地域住民等の連携を強化す

ることにより、安全・安心を実感できる大分県

づくりを推進していきます。

私学振興・青少年課森私学振興・青少年課長

の主な事業について御説明します。

予算概要の４１ページをお願いします。

左上の事業名欄の１番上、青少年等自立支援

対策推進事業費３，９８５万５千円です。

この事業は、ニートやひきこもり等社会的自

立に悩みを抱える青少年及びその家族を支援す

るため、おおいた青少年総合相談所及び青少年

自立支援センターの運営等を行うものです。

令和２年度は、ひきこもりの支援を強化する

ため、センターの電話相談員、アウトリーチ支

援員、市町村支援員を１名ずつ増員するととも

に、ひきこもり支援機関ネットワークの構築、

当事者・家族の居場所作り等に取り組んでいき

ます。

食品・生活衛生課の樫山食品・生活衛生課長

主な事業について御説明します。

予算概要の５２ページをお願いします。

左上の事業名欄上から二つ目おおいたの食育

ステップアップ事業費１，０８０万８千円です。

この事業は、食育の意義や目的について県民

の理解を深め行動を促すため、市町村や地域、

食育関係者と連携した取組を実施するものです。

令和２年度は、引き続き子ども食堂等を活用

した共食の推進に取り組むとともに、新たに大

学や専門学校と連携し、料理講座など参加型イ

ベントを開催することで若者を中心とした県民

の朝食摂取率向上に取り組んでいきます。

環境保全課の主な事業につ芦刈環境保全課長

いて御説明します。

予算概要の６３ページをお願いします。

左上の事業名欄上から３番目の小規模給水施

設水源確保等支援事業費６，２５２万６千円で

す。

この事業は、公営水道の整備が困難な小規模

集落等の水問題を解決するため、小規模給水施
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設の現状を網羅的に捕捉し中長期の整備計画を

策定し、困窮度が高く早急な水源確保等が必要

な集落の施設整備に積極的に取り組む市町村に

対し助成します。

循環社会推進課の主な梶原循環社会推進課長

事業について御説明します。

予算概要の７２ページをお願いします。

左上の事業名欄上から３番目の海岸漂着物地

域対策推進事業費１億３，７７８万８千円です。

この事業は、海岸の景観や環境を保全するた

め、県や市町村が、プラスチックや流木等の海

岸漂着物の回収・処分を行うものです。

令和２年度は、海岸漂着物処理推進法に基づ

いて、第３次大分県きれいな海岸づくり推進計

画を策定します。

人権・同和藤本審議監兼人権・同和対策課長

対策課の主な事業について御説明します。

予算概要の７７ページをお願いします。

左上の事業名欄、一番下の人権啓発推進事業

費１，９５３万７千円です。

この事業は、県民への人権尊重の理念の普及

とその理解を深めることを目的として、様々な

手法や媒体を活用しながら、人権啓発活動を実

施するものです。

事業概要の下から２番目、県が実施する啓発

事業に要する経費では、人権啓発フェスティバ

ルの開催のほか、差別をなくす運動月間の県民

講座等において啓発を実施します。

令和２年度は、部落差別問題をはじめとした

様々な人権課題に関する講演会やシンポジウム

の開催を予定しています。

防災対策企画課の主な河野防災対策企画課長

事業について御説明します。

予算概要の８１ページをお願いします。

左上の事業名欄上から３番目の火山防災対策

推進事業費５６１万６千円です。

この事業は、火山災害に対する防災体制の構

築を推進するため、関係機関と連携し、登山者

・観光客等の安全確保対策や情報伝達体制の構

築等を行うものです。

令和２年度には、火山防災対応能力の向上や

登山者等の火山防災に対する意識高揚を図るた

め、火山防災訓練を新たに実施します。

危機管理室の主な事業につ佐藤危機管理室長

いて御説明します。

予算概要の８２ページをお願いします。

左上の事業名欄の一番上の防災行政無線等管

理費１億３，２０２万５千円です。

この事業は、大規模災害により通信が途絶し

た場合において、迅速・確実な情報伝達を確保

するために構築している大分県防災情報システ

ムなどの保守管理を行うものです。

なお、事業概要欄上から二つ目の新規の経費

については、このシステムで使用されている平

成２年度から４年度に整備した中継局において

老朽化が進行していることから、他の県有建築

物と同様に、長寿命化を図るため１１か所の中

継所等において塗装劣化の確認などの診断調査

を行うものです。

消防保安室の主な事業につ大城消防保安室長

いて御説明します。

予算概要の８８ページをお願いします。

左上の事業名欄上から２番目の消防学校教育

力強化事業費８，５３１万１千円です。

この事業は、大規模災害等に備え、最前線で

活躍する消防職員が安全・迅速・的確に救急救

命活動や消火活動を行えるよう、消防学校にお

ける教育力を強化するものです。

消防学校で行う教育訓練内容を座学中心から

実技重視へ見直し、実践的訓練を拡充すること

としており、令和２年度には、消防学校の敷地

内に、新たに実火災体験型訓練施設を整備しま

す。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

相対的に委託を行うようなイベント井上委員

とかが多いように思います。コロナウイルス関

係において、そういったイベントはできない、

中止せざるを得ない場合においてはどうなるの

か。既に委託していた後でそのイベントは中止

になりましたというときの責任の所在について。

イベントにおける実施中止の対応については何

か考えがありますか。
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なかなか難しい御質問では宮迫生活環境部長

あるんですけれども、一応、我々この事業をす

るという前提で予算を計上しています。はなか

ら、例えば、コロナの状況が長期的になってど

うしようもない、国から要請がありできないと

いう場合は契約できません。まず契約できるか

できないかというのが一つ。

それと、やるにしても、どういうやり方があ

のか、要するに密室でないとか、人と人が近接

しているとか、大声でしゃべるとか、そういっ

た三つの状況なんかを含めて、開催できるとか

できないとかを真剣に考えていかないといけな

いのかなと思っています。

御質問のあった、できない場合どうするのか

ということになりますと、まず、契約している

かしていないかによって全然違いますし、契約

した後のという意味では、契約条項によってま

た取扱いが違ってくると思います。

だから、極端な話で言うと、ただし井上委員

書でできなかった場合については委託料は支払

いませんとか、要綱でもきちっと書いておかな

いと、後で問題になるんじゃないですか。

するという前提で委託契約宮迫生活環境部長

するわけですから、業者、それから、団体もい

ろいろと準備をしますので、そういった部分は

見ざるを得ないというのは出てくるかと思いま

す。必要以上にお支払いすることはありません。

真剣に考えてください。井上委員

４５ページの私立専門学校修学支援藤田委員

事業費で対象になる生徒は、例えば、県内在住

者なのか、あるいは県外でもいいのか、若しく

は留学生でも対象になるのかということと、こ

こで想定しているのは何名ぐらいなのかという

のをお伺いしたいと思います。

もう一つ、８３ページの国民保護対策事業費

の国民保護共同図上訓練に係る経費ですが、昨

年から倍ぐらい増えているんですけれども、こ

の訓練内容について御説明をお願いします。

私立専門学校修学支森私学振興・青少年課長

援事業についての御質問については、県内私立

学校に通っている生徒であれば、全て対象とな

ります。

国民保護対策事業費ですが、佐藤危機管理室長

今年度は図上訓練としていました。来年度は実

動訓練を計画しています。

現在の推計ですけれ森私学振興・青少年課長

ども、一応、対象となる人数は３１３名です。

一般質問のときにもお話ししました藤田委員

けれども、留学生がかなり県内に入って来られ

ていて、今回のコロナの関連も含めて、アルバ

イトが減少したりして経済的にもかなり厳しく

なっており、そういった方の救いにもなると思

い、その辺を確認しました。

今年は図上訓練じゃなく、実動訓練なんです

ね。ここが図上になっていますけれども、実動

訓練に要する経費ということでよろしいですね。

（「はい」と言う者あり）

この事業の対象は、森私学振興・青少年課長

留学生は対象になっておらず、その支援につい

ては別途検討が必要と考えています。

例えば、福祉保健部で介護に関する藤田委員

奨学金等は、留学生も対象になっていますね。

そういう意味では、人材確保という意味で、こ

ちらでの就職も考えながら通っている留学生も

対象にしていただきたいと、これは国庫も入っ

ているので、ここだけでは決められないのかも

しれませんけれども、要望としては、ぜひそう

いう検討もしていただきたい。

御指摘のとおり、高森私学振興・青少年課長

等教育無償化という国の制度がありますので、

また、そういった件については今後検討し、必

要があれば国に伝えていきたいと考えています。

２点お伺いします。濱田副委員長

４０ページの大分県少年の船運航事業費、こ

れは今、４８歳になる私の娘も行かせていただ

いたんですけれども、ずっと沖縄なんですね。

沖縄を選んでいる理由、また、船内のいろんな

教育というのは、別に沖縄に行かなくても、ほ

かの場所でもいいんじゃないかなという感じが

するんですけれども、相変わらず沖縄を選んで

いる理由は何かなと。

それから、一番最後の８２ページの県央飛行

場機能強化事業費、いわゆる防災ヘリ、これの

出動回数、１年間に大体どの程度出動している
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のか。この２点お願いします。

少年の船ですが、平森私学振興・青少年課長

和学習のカリキュラムを必ず設けており、船内

で学習した後に、沖縄県内にある大分の記念碑

を訪れて慰問するというカリキュラムを組んで

いる都合上、毎年、沖縄としています。

防災ヘリの運航実績ですが、大城消防保安室長

平成３０年度は合計で２２９件出動しています。

そのうち緊急運航が９３件、火災予防対策や訓

練の関係での運航が１３６件という内訳となっ

ています。

数点質問させてください。吉村委員

４１ページの青少年等自立支援対策推進事業

費の中で、アウトリーチとありますが、プライ

バシーの問題等もあると思うんですけれども、

具体的にどういった形で取り組むのかが１点。

もう１点が、防災に関係して、ＶＲの動画を

今年度中にと認識していますが、来年度４月か

ら使えるような形で完成が見えているのか。あ

と、私も登録していますが、安全・安心メール

でコロナウイルス関係の連絡を回したらどうか

というお話もあったと思うんですが、実際にで

きているか、運用上ちょっと厳しいというお話

なのかを伺います。

アウトリーチ支援員森私学振興・青少年課長

ですが、まず、センターにお電話をいただいた

方に、なかなかセンターに出向けないという御

事情がある場合の訪問とか、市町村の窓口に来

られた方でやはり訪問支援が必要だという方に

ついては、市町村の窓口の方々と一緒に訪問す

るという取組を行っています。

２点質問があったと思河野防災対策企画課長

います。

１点目のＶＲの活用ですけれども、来年度、

地震・津波編と、それから、土砂災害時編を各

小学校であるとか、あるいは一般の方々にも体

験できるように準備をしているところです。

また、安全・安心メールの取扱いについてで

すけれども、コロナウイルスについては、もう

既に活用しており、健康づくり支援課が情報を

流してほしいということであれば、いつでも流

せる体制はできています。

ありがとうございます。コロナウイ吉村委員

ルスが急増した関係もあると思いますが、地域

の方が情報が早いと言うか、うそか本当かもよ

く分からない情報を握っており、そんな話聞い

たことないぞというようなものも耳にします。

それで、心配なのが風評被害と言うか、あそこ

がこうやったから広がったんだみたいな話をし

ている方もいるので、こういったツールを活用

しながら、公表できる部分で正確な情報をぜひ

よろしくお願いします。

４０ページの青少年ネット安全安心土居委員

利用推進事業費ですけれども、お陰さまで私立

学校並びに公立もＩＣＴが整備されて、その活

用をしようということだと思うんですが、専修

学校、各種学校は残念ながら、まだ整備されて

いないのが現状です。

例えば、准看護専門学院とか、准看の皆さん、

カリキュラムが２年後に変わるんですけれども、

そこには情報科学という科目を設けなさいよと

いうことになっているんですね。ＩＣＴ環境が

全くないところで大変困っていると。施設を見

れば御存じのとおり、余りお金もない、医師会

の問題もあるんでしょうけれども、大変苦しい

状況です。

これから准看の学院でＩＣＴ授業を進めてい

こうと思えば、やはり手助けも必要じゃないか

なとは考えているんですけれども、その辺どの

ように考えているのか、お伺いします。

御指摘のとおり、今、森私学振興・青少年課長

高等学校まではアクティブラーニングというこ

とで、ＩＣＴ環境整備を進めているところなん

ですが、正直、専修、各種学校までは考えてい

ません。そういった御意見があるということで、

また、今後検討課題にさせていただければと考

えています。

よろしくお願いします。医療政策課土居委員

にもお願いしますけれども、検討をお願いしま

す。

私立学校の授業料減免等の問題なん猿渡委員

ですけれども、これは予算特別委員会でも質問

したんですが、いかに知っていただけるかが非

常に大事だと思います。申請が必要なものがほ
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とんどだと思うんですけれども、問合せ先や申

請先がこういう資料を見てもあちこちばらばら

ですよね。自分が一体どこに当てはまるのかも

分かりづらいと思うんですね。

今、私立高校に行くことが決まった人は、支

払がいるとか、いろんな準備をしなければなら

ないものとか、たくさんあったりする時期です

けれども、ホームページで検索することができ

るのか。あるいはチャート的な、あなたはこれ

に当てはまったらこれが使えますよみたいなも

のだとか、若い保護者の方にも分かりやすく検

索したら出てくるみたいな、そのままここに電

話したらいいよとか、何かそういうものが必要

かと思うんですね。

現在、いろんな制度があるので、どれかでい

いんですけど、現在の利用状況が対象になる人

のうちどのくらいが利用できているのかがもし

分かれば、教えていただきたいと思います。そ

れが１点。

もう１点は、日出生台の関係ですけれども、

２０日まで訓練がありましたね。２月１９日で

終わる予定だったのに、２０日まで間違いなく

訓練が行われましたよね。私、ある方からはが

きをいただき、米軍の２月２１日付の報告書を

見ると──私もこれは確認したんですけれども、

２月１９日に訓練を終えたと記載されているん

ですね。２０日まで訓練したにもかかわらず、

１９日に訓練を終えたと記載している、こんな

うそを書いているのはひどいと、こんなことを

許していいのかと、許せないという声をいただ

いています。

また、確認書を交わしているわけですけれど

も、共産党の元国会議員や地元の方が九州防衛

局に行ったときに、そういう地元の懸念が合同

委員会にあがったことがないという回答があり

ましたが、その点を把握しているのか。その２

点について、大分県としてどのように対応して

いくのか、答弁ください。

まず、周知について、森私学振興・青少年課長

今、県庁のホームページに簡易版ポータルサイ

トを設けており、必要な情報が行き渡りやすく

と工夫しています。また、加えて今、図書館は

休業していますけれども、図書館において私立

学校の情報コーナーを設けており、そちらでも

こういったチラシを配布する等の工夫をしてい

ます。

ただ、基本的には学校を通じての申請になり

ますので、学校にまず問合せをいただいて、自

分がどれに該当するのか、いくらもらえるのか

を相談していただくことが基本になろうかと考

えています。

それと、全ての人に行き渡っているかという

御質問ですけれども、就学支援金や県の減免に

ついては、所得制限等あります。就学支援金に

ついてはマイナンバー制度が導入されています

ので照会する等、なるべく漏れがないように今

やっていますし、就学給付金については、学校

経由と言いながら、御本人の申請になりますの

で、そこもしっかり漏れがないよう、学校の方

から生徒、保護者の方々に声をかけていただく

ということでやっています。

委員がおっしゃっているの宮迫生活環境部長

は、恐らく奨学金のパンフレットではないかと

思うんですけれども、就学支援金、授業料減免

支援というのと奨学金は全く違う部分になりま

す。今、森私学振興・青少年課長が言ったよう

に、これについては学校を通していますので、

漏れはないと考えています。

ただ、その奨学金等がどう使われるかという

のは、これはまたそれぞれ違いますが、教育委

員会が奨学金を所管しています。

日米合同委員会で協議して佐藤危機管理室長

いるのかということですが、１点目ですが、私

どもは今までずっと九州防衛局を通してやって

きており、今回確認書に違反しているため、知

事も防衛省に出向いて、大臣と話をしたんです。

初めて、日米合同委員会の中で議論していかな

ければいけないという話があったことを確認し

ています。

２月２０日まで訓練があったが、延びたとい

うことを書いていない、という点については、

私どもには、今回の訓練は８日間ですよという

形で示されていたものが１日延び、９日になっ

ているじゃないかという話を国にしっかりして
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います。国同士の部分については、なかなか私

どもではという部分もありますけれども、少な

くとも８日の日程であったのが９日となったこ

とは、話が違うじゃないかと九州防衛局にしっ

かり伝えました。

県としては、いろんな形で努力をさ猿渡委員

れており、知事も直接、防衛大臣と会ってお話

しされたりしています。今後、こういうことが

続くことも懸念されますので、やはり強い姿勢

で今後ともよろしくお願いします。

ＳＤＧｓの推進に関連した新規事業、羽野委員

あるいは変更なり強化なりした事業があれば教

えていただきたいと思います。

議案にもある環境御沓うつくし作戦推進課長

基本計画の改定の中で、ＳＤＧｓと環境施策の

関連性をしっかり位置づけて、個別の施策の中

に反映していきたいと思います。

それから、さきほど言いました環境教育アド

バイザー、このアドバイザーの中にもＳＤＧｓ

のファシリテーターの資格を持っている方にや

っていただいたりして、まず、知識の普及に取

り組んでいます。

説明もあったかと思うんですが、２井上委員

４ページの食品ロス削減の推進に要する経費の

関係で、冷蔵庫の在庫をチェックとか、期限切

れ間近な商品の購入促進とかはどういう形でや

られるのかなというのが１点。

もう１点は、レジ袋削減の推進は、レジ袋は

５円か何円かお金を取れば、もう推進せんでも

それでぴしっと図られるんじゃないですか。ど

ういう方向でやるのかなと思うんですけれども、

その２点を。

まず、レジ袋の削御沓うつくし作戦推進課長

減ですけれども、確かに７月１日から有料化さ

れます。大分県の場合、平成２１年から先行し

て消費者団体、事業者、行政一体となってレジ

袋の無料配付中止をやってきて、今、マイバッ

グの持参率が８４％ぐらいで推移しています。

御指摘のように、もう法令で決まるからいい

ということではなくて、レジ袋をできるだけ使

わない運動は必要かと思います。今、１６％の

方はレジ袋を依然として購入しているので、そ

こへの呼びかけをやめると、この数字は改善し

ない。プラスチックごみの削減につながらない

ということで、引き続き消費者団体や事業者と

一緒になって、マイバッグ持参１００％を目指

して啓発していき、ごみの削減をしたいと思っ

ています。

それから、食品ロスですけれども、家庭で発

生する食品ロスは、冷蔵庫に眠っている食材が

一番多いという調査結果などいろいろあります

ので、定期的に今日は冷蔵庫の日ですから、各

家庭の冷蔵庫の中を点検してくださいと呼びか

けていこうと思います。これを一個一個検証す

ることはできませんので、モニターを募集して、

モニターの方に取組状況を報告していただきな

がら、途中で研修などをやって削減率が伸びる

かやっていきたいと思っています。

それから、賞味期限間近の商品を陳列棚の手

前の取りやすいところに置いて、今日絶対食べ

る物は手前から取ってください、手前に期限の

短い物、奥に期限の長い物を置いています。た

だ、奥の残り日数が多いのをよく取る方がいら

っしゃるので、今日明日食べるんだったら、手

前からでも大丈夫ですというチラシやポスター

を貼って、スーパーなどと連携して呼びかけて

いきたいと思っています。

本当に実際できるのかなというのが井上委員

消費者の思いじゃなかろうかな、そこまでお金

を使ってやる必要もあるのかなと思うんですけ

どね。後でまた聞きますので、よろしくお願い

します。

ほかに委員からありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

委員会資料を見ると、ＨＡＣ太田委員外議員

ＣＰの令和３年度の完全導入となっていますが、

実際、これを取ったらどういうメリットがある

のか。取ったときに店の玄関なりにこれを掲示

して、うちの店はＨＡＣＣＰを取った店ですよ

みたいなところまでやるのか。取らなかったら

営業許可を出さないのか。食品営業許可証とＨ

ＡＣＣＰの関係、その辺どういう関係で完全実
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施という方向で広めていくのかなというのをお

聞きしたいんですが。

食品衛生法の改正で、樫山食品・生活衛生課長

食品を扱う事業者については、全て令和３年度

６月までにＨＡＣＣＰを導入しなければならな

いとなっています。ただ、ＨＡＣＣＰを取るこ

とが営業許可の実質条件ではありません。なの

で、逆を言いますと、ＨＡＣＣＰを取らなかっ

たから営業停止になるというのはありません。

しかしながら、法律でそうやって決まってい

ますので、今、各地でグループワーク方式での

ＨＡＣＣＰの推進をして、許可業者約２万７千

のうち８，１６０、半分弱は済んでいます。今

はコロナウイルスの関係で講習会が止まってい

ます。あと、御質問のＨＡＣＣＰを取ったとい

う受講修了証みたいなのものはあるか、ですが、

基本的にグループワーク方式を受講していただ

ければ、そこで計画を作りますので一応導入済

みとなります。しかしながら、皆さんがやっぱ

り現場でちゃんとやっているかどうかというの

は気になるところですので、保健所や食品衛生

協会等の監視員にみてもらって、シール等を作

って貼ろうかという計画になっています。

ほかに委員外議員からありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れで質疑を終了します。

なお、採決は福祉保健部の審査の際に一括し

て行います。

次に、第３２号議案大分県環境基本計画の変

更について、執行部の説明を求めます。

議案書２２７ペー御沓うつくし作戦推進課長

ジ、第３２号議案大分県環境基本計画の変更に

ついて説明します。

今回は、大分県行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例第３条に基づき、改訂案につ

いて説明するものです。

本計画の改訂にあたっては、昨年１１月に環

境審議会に諮問したほか、うつくし作戦県民会

議に報告し、さらに本委員会で議論いただき、

パブリックコメントを含め計１６０件にわたる

多くの御意見をいただきました。これらの内容

を踏まえ、１月２２日に環境審議会から答申を

いただいたところです。

改訂の概要については、資料４ページの第３

次大分県環境基本計画改訂の概要（案）にまと

めています。この計画は、さきほど説明した県

の長期総合計画の環境政策の部門計画として、

令和６年度までを対象期間とするものです。

引き続き５ページの第３次大分県環境基本計

画の変更についてをお開きください。今回の変

更の特徴は、プラスチックごみ対策、食品ロス

の削減、気候変動対策といった新たな環境課題

への対応と、世界共通の目標であるＳＤＧｓと

本計画の関連性を示したことです。（１）新た

な環境課題に取り組むの①プラスチックごみ対

策の推進ですが、消費者団体、事業者、行政が

一体となったマイバッグの持参や、プラスチッ

ク資源の回収、海岸ごみの円滑な処理等を推進

します。

②食品ロス削減の推進ですが、３０・１０運

動や、食べきり応援店など、食べ物を無駄にし

ない意識の醸成を図るほか、食品ロス削減推進

計画を策定し、消費者、事業者、行政が連携し、

県民運動として食品ロスの削減を推進します。

③気候変動対策の推進ですが、今回の改訂で

記述を大幅に増やした気候変動の影響への適応

策について、三つの指標、温暖化適応品種の導

入割合（ぶどう品種：シャインマスカット）、

熱中症一時休憩所設置箇所数、気候変動に関す

る情報発信件数を追加しました。これにより、

計画の推進状況を把握・検証する環境指標の数

は、現行の５０から５３に増えました。

（２）ＳＤＧｓの反映ですが、ＳＤＧｓとい

う共通のゴールがあることで、分野の異なる様

々な活動を行う個人や団体、企業、行政がつな

がり、互いの理解を深めることに結びつきます。

今回の改訂で、ＳＤＧｓを踏まえ、環境保全活

動を通して地域を活性化するうつくし作戦のさ

らなる推進、活性化につなげていきます。

資料下段には、主な意見と反映状況を記載し

ていますが、可能な限り、意見を反映しました。

計画の進行管理については、毎年進捗状況を、

常任委員会や環境審議会、県民会議へ報告し、
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いただいた御意見を環境施策へ反映していきま

すので、引き続き御指導をよろしくお願いしま

す。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

より採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第３３号議案大分県動物愛護及び管理

に関する条例の一部改正について、第３４号議

案大分県公衆浴場法施行条例等の一部改正につ

いて及び第３５号議案食品衛生法に基づく公衆

衛生上講ずべき措置の基準及び営業施設の基準

を定める条例の一部改正について、一括して執

行部の説明を求めます。

議案書２２８ページ、樫山食品・生活衛生課長

第３３号議案大分県動物の愛護及び管理に関す

る条例の一部改正について説明します。資料６

ページをお開きください。

１の条例の概要を御覧ください。本条例は人

と動物が共生する社会づくりに寄与することを

目的に、動物愛護管理に必要な事項を定めてお

り、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき

動物愛護管理員が行う具体的な業務についても

規定しています。

２の改正の理由を御覧ください。全国的に悪

質な動物取扱業者による動物虐待事例や無責任

な餌やり・多頭飼育による生活環境が悪化する

事例が散見されたことから、国では昨年６月に、

動物取扱業のさらなる適正化、動物の不適切な

取扱いへの対応強化のため、法改正し立入検査

等の権限を追加しました。それに伴い、条例の

関係規定を整備するものです。

３の改正の内容を御覧ください。法改正で都

道府県知事がペットショップなどの第一種動物

取扱業であったものに対して、登録取消し後２

年間、動物の不適正飼養等を防止するため立入

検査ができることが規定されました。また、不

適正に動物を飼養又は保管し、周辺の生活環境

が損なわれている場合や、動物が虐待を受ける

おそれがある場合に立入検査ができることも規

定されました。これらを動物愛護管理員の行う

事務として追加するものです。

最後に４の施行期日ですが、改正法の施行日、

令和２年６月１日から施行とすることとしてい

ます。

次に議案書２２９ページ、第３４号議案大分

県公衆浴場法施行条例等の一部改正について説

明します。資料７ページをお開きください。

１の概要及び背景を御覧ください。国内にお

けるレジオネラ症は年々増加傾向にあり、たび

たび死亡事例が発生していることを背景として、

厚生労働省は浴場におけるレジオネラ症発生防

止対策等の科学的知見に基づく指針である、公

衆浴場における衛生等管理要領等を昨年９月に

改正しました。そのため、レジオネラ症の発生

防止対策等について規定している公衆浴場法施

行条例及び旅館業法施行条例の関係部分につい

て、必要な改正を行うものです。

２の改正内容を御覧ください。現行の規定で

は貯湯槽や浴槽等、主要な設備の清掃・消毒及

びジャグジーなどの微小な水滴を発生する気泡

発生装置等の管理等について規定していますが、

現行の規定に加え、菌の発生源となるリスクの

高い配管等の設備に係る構造規定、アルカリ性

の湯の消毒に有効性が認められた塩素系薬剤の

使用時における基準濃度項目、菌の発生源とな

り得るその他の設備についての清掃・消毒規定

を追加しています。

３の施行期日を御覧ください。施行期日は３

か月の周知期間を設け、令和２年７月１日とし

ます。

最後に、４の経過措置を御覧ください。既存

事業者については、改正内容のうち、構造に係

る規定は施行期日から６か月間は適用しない旨
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の経過措置を設けます。

次に、議案書２３３ページ、第３５号議案食

品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基

準及び営業施設の基準を定める条例の一部改正

について説明します。資料８ページをお開きく

ださい。

まず、１の条例改正の背景についてですが、

食品営業を行う際の衛生管理基準は、これまで

各自治体が条例を定めて指導を行っていました。

平成３０年６月に、食の国際化などに対応する

ため食品衛生法が改正され、食の衛生基準の国

際基準であるＨＡＣＣＰが全ての食品事業者に

適用されるように制度化されたところです。

ＨＡＣＣＰを制度化するにあたり、衛生管理

基準を全国一律のものとするため、公衆衛生上

講ずべき措置の基準が、昨年１１月、新たに厚

生労働省令で定められました。

そこで２の条例改正の内容ですが、従来、条

例に定めていた食品の営業を行う際の衛生管理

基準は、今後、省令による全国一律の基準とな

ることから、当該基準を条例本文及び別表から

削除するとともに、条例名を食品衛生法に基づ

く営業施設の基準を定める条例に変更します。

条例の施行は令和２年６月１日ですが、省令

による基準の適用は１年間の経過措置があるの

で、条例についても１年間の経過措置を設け令

和３年６月１日とします。

県では、ＨＡＣＣＰの完全実施に向けて、今

年度より積極的に支援を行っており、２万５，

６００の許可施設の内、２月末現在で８，１３

６施設が導入しているところです。今後もさら

に企業の規模等に応じ、丁寧な取組を行うこと

で、令和３年５月末までに、全ての食品事業者

の導入を進めていきます。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

より採決します。

まず第３３号議案について採決します。本案

は、原案のとおり可決すべきものと決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に第３４号議案について採決します。本案

は、原案のとおり可決すべきものと決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

最後に第３５号議案について採決します。本

案は、原案のとおり可決すべきものと決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に第３６号議案浄化槽の保守点検業者の登

録に関する条例の一部改正について、執行部の

説明を求めます。

第３６号議案浄化槽の梶原循環社会推進課長

保守点検業者の登録に関する条例の一部改正に

ついて説明します。議案書では２３５ページで

すが、お手元の委員会資料で説明しますので９

ページをお開きください。

１の法改正の趣旨及び条例改正理由ですが、

近年の水環境の保全や省エネ化などの社会的要

請から、浄化槽の処理性能の向上やコンパクト

化に伴う維持管理技術の高度化が進み、適正な

維持管理を行う上で新たな知識や実務上の技術

の習得が必要となっています。こうしたことか

ら、浄化槽の管理の向上などを目的に、昨年６

月に浄化槽法が改正され、改正法では浄化槽の

保守点検を業とする者の登録に関し、浄化槽管

理士に対する研修の機会の確保が追加されまし

た。

本県では、浄化槽保守点検業者の登録に関す

る条例を定めており、この条例を改正し、浄化

槽保守点検業者に対して、浄化槽管理士の研修

の機会を確保することを義務付ける規定を追加
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するものです。

２の主な改正内容ですが、浄化槽保守点検業

者が従事している浄化槽管理士に、登録の有効

期間である３年ごとに１回以上、浄化槽の保守

点検の業務に関する研修を受けることを義務付

けるものです。

３の施行日ですが、改正法の施行日に合わせ、

令和２年４月１日としています。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

より採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に請願５気候変動に対する非常事態宣言に

ついて審査を行います。まず執行部の説明を求

めます。

緑色の請願文書表御沓うつくし作戦推進課長

３ページをお開きください。

まず請願の内容ですが、気候変動の危機に関

して、県が非常事態宣言を発表することを求め

て、Ｆｒｉｄａｙｓ Ｆｏｒ Ｆｕｔｕｒｅ大

分から提出されました。

委員会資料１０ページをお開きください。ま

ずは、１温暖化防止に向けた近年の国内外の状

況です。

２０１５年にＣＯＰ２１で採択されたパリ協

定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前に

比べて２℃より十分低く保つとともに、１．５

℃より抑える努力を追求するという目標が示さ

れました。

それを受け、国が国連気候変動枠組条約事務

局に提出した日本の約束草案は、温室効果ガス

排出量を２０３０年度に２０１３年度比で２６

％削減するとしています。その後、２０１８年

の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）

１．５℃特別報告書では、１．５℃目標の実現

には人為起源のＣＯ２排出量を２０５０年前後

に正味ゼロにする必要があると示されました。

国ではその動きに呼応し、昨年６月にパリ協

定に基づく成長戦略としての長期戦略を閣議決

定し、最終到達点としての脱炭素社会を掲げて

います。さらに、昨年１２月、環境省はＩＰＣ

Ｃ特別報告書を踏まえ、パリ協定の目標達成に

向け、２０５０年温室効果ガス実質ゼロ表明を

全都道府県、市区町村に依頼したところです。

表明の方法は様々ですが、今月１１日時点で、

表明した自治体は８０団体となっています。加

えて、国はパリ協定の目標達成の最大の課題で

あるコストを下げるため、今年１月に、具体的

なコスト目標等を定めた革新的環境イノベーシ

ョン戦略を決定しました。

次に、２本県の取組についてです。本県では、

これまでも、おおいたうつくし作戦県民会議を

組織し、県民一体でうつくし作戦を展開し、各

地域で身近な省エネ行動を示す等、地球環境の

保全や温暖化対策を行ってきたところです。県

民会議の声も踏まえ、温室効果ガス削減に向け、

今回改訂する環境基本計画において、温室効果

ガス排出実質ゼロに向けて取組を加速という方

針を明記しました。この記述は、さきに述べた

環境省が進めるゼロ表明を踏まえたものです。

次に、３「気候非常事態宣言」についてです。

気候非常事態宣言は、民間団体である国際気候

非常事態フォーラムが呼びかけているものです。

パリ協定の遵守と、温室効果ガスの削減や吸収

に取り組んでいく決意表明で、国内で宣言した

自治体は神奈川県、長野県のほか１１市町村と

なっています。

地球温暖化対策は、さきの代表質問の答弁で

もあったように、我々にとって逃れられない喫

緊の課題と認識しています。このため一人一人

が自分のこととして、意識や行動を変えていく

とともに、パリ協定の目標達成に向けた国の取

組も見据えつつ、温室効果ガス排出実質ゼロに

向け、これまで以上に県民、事業者、行政が主
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体的に行動し、取組を加速させる必要がありま

す。県では、引き続き、県民総参加のもと、う

つくし作戦を進めていきます。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

質問ではありませんが、今、説明が猿渡委員

ありましたように、逃れられない喫緊の課題で

あることは間違いなくて、若い方を中心に非常

に関心の高い問題でもあり、災害などの影響も

大きいので、これには賛成です。

趣旨そのものは賛成なんですけれど藤田委員

も、非常事態宣言をいつ発するかが、ちょうど

今、コロナ対策で緊急事態になっている状況の

中で、こちらの非常事態ももちろん非常事態だ

とは認識するんですけれども、当面はコロナ対

策での宣言が出るかもしれない環境の中で、今、

これを県として出すのはちょっと混乱を招くか

なという危惧を持っているんですけど、その辺

の認識はどうでしょうか。

県では、ただいま御沓うつくし作戦推進課長

も説明した環境基本計画の改定、これが早速４

月には印刷物を作ってホームページなどに載せ

て県民に広く広報する予定です。その中の表現

としては、ＣＯ２の排出実質ゼロ表明という形

で行いたいと思っています。

時期の問題はあるかもしれませんが、羽野委員

環境基本計画をこうやって変えた。安心・活力

・発展プランも一緒に盛り込んだ、県全体で推

進していこうということで、インパクトを与え

る意味では、こういった宣言を使ってこれから

の大分県としての姿勢を示していくには、非常

に都合がいいんじゃないかなと思います。環境

月間とかに合わせればいいかもしれません。意

見です。

時期の問題ですけれども、私は早い猿渡委員

ほうがいいかなと思いますので、特にコロナの

問題もありますし、ほかのいろんな問題もある

んですけれども、それとは別に宣言をすること

は特に問題はないと思いますし、早くやるべき

と思います。

この非常事態宣言、請願の趣旨等は森委員長

私どももしっかり理解しており、必要なことで

あると認識しています。別府市議会で請願が採

択されたこともお聞きしています。

そういう中で、さきほど本県の取組について

御説明がありました。本県では全国に先駆けて、

うつくし作戦という名称で非常事態宣言のレベ

ルを超えるぐらいの取組を既に行っていると、

さきほどのお話から私自身は認識していたとこ

ろです。

一方で、他の自治体、これから宣言されると

ころもあると思いますが、既にうつくし作戦と

いう取組の中で、大分県としてはそのレベルま

でやっているということで私は認識をしたんで

すけど、それでよろしいんですか。

正に今、森委員長がおっし宮迫生活環境部長

ゃったように、我々としては今回知事が冒頭申

し上げましたとおり、我々にとって喫緊の課題

であるという認識の下に、いろいろな施策を行

うことにしており、委員長がおっしゃったよう

な意味で、我々は努力をしていきたい、それに

は変わりはありません。

ありがとうございます。宣言をする森委員長

ようなレベルまでやっていると認識しています。

これに関してはまた今後、今の活動と宣言の内

容を含めて執行部の中でしっかり研究していた

だいて、この委員会のメンバーはここで一旦終

わりますけれども、次の第２回定例会において

もしっかり県の取組等、説明をしていただかな

いと。宣言ありきではなくて、そこの議論を深

めていくことが必要かなと私は感じたところで

す。

そのほかありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、ほかに御質疑等もありま森委員長

せんので、これより本請願の取扱いについて協

議します。いかがいたしましょうか。（「時期

も含めて継続した方がいいんじゃないかなと思

います」と言う者あり）

継続の声がありますので、まず、継続審査に

ついて諮り、その採決の結果で、次を進めてい

きたいと思います。これがルールですのでお願

いします。
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今、意見が１名から出ましたので、まず、継

続審査で諮ります。本請願については、継続審

査とすべきものと決定することに御異議はあり

ませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

異議ありということです。森委員長

続いては、異議がありましたので、次に採択

でこの案件について諮ります。

本請願については、採択すべきものと決定す

ることに御異議ありませんか。

さきほどの委員長の意見、それ濱田副委員長

から、県の取組、結局、最終的には県がこれを

ちゃんと採択を踏まえてどうするかという問題

ですので、その辺、改めてもう一回、県の基本

的な考えはどうかをお聞きしたい。

では、採択の前にもう一度、部長か森委員長

ら。

繰り返しになりますけれど宮迫生活環境部長

も、気候変動が我々にとって喫緊の課題である

というのは間違いないと思っています。それに

基づいて、私どもとしてもできることをすべき、

特にこういう気候変動の防止に関しては、我々

自身の生活にすごく影響するものだと思います。

ということは、やっぱり県民一人一人が意識を

どう変えるかという部分が一番重要です。そう

いった意味で、大分県としてはうつくし作戦県

民会議を開いて、広く県民の方に部会まで設け

て議論をしていただきます。それがなければど

ういうやり方、どういうことを言ったとしても

なかなか難しい問題だと思っています。我々は

今やっていることをしっかりやっていく、これ

に尽きるのではないかと思っています。

正におっしゃるとおりで、よく環境土居委員

問題の話になると、地球に優しい暮らし方をし

ましょうとかいう言葉がありますけれども、地

球は全然痛くないんですよ。私たち暮らしてい

る人間が痛いので、私たち一人一人の暮らしを

変えていこうよと皆さんにそれぞれ訴えかける

いい機会だと思っています。

それでは、ほかによろしいですかね。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、再度採択に関して諮りま森委員長

す。

さきほど異議ありとの御発言もありましたの

で、一応確認のために挙手採決をします。

本請願について、採択とすべきものと決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

全員賛成です。それでは、本請願に森委員長

ついて採択すべきものと決定しました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に付託外案件の審査に入ります。陳情８及

び９について、執行部は説明をお願いします。

それでは、石松県民生活・男女共同参画課長

陳情８テクノロジー犯罪の撲滅について及び陳

情９嫌がらせ犯罪の撲滅について、一括して説

明します。お手元のピンクの陳情文書表１ペー

ジから４ページを御覧ください。

県では、安全で安心して暮らすことができる

社会の実現に向けて、警察本部や防犯協会等関

係機関と連携し、県民の防犯意識の高揚を図っ

ています。

具体的には、安全・安心まちづくり県民大会

や防犯ボランティアを対象とした研修会の開催、

県民、事業者等による地域の防犯パトロールや、

ながら見守りなど、犯罪の被害に遭いやすい子

どもや女性等の安全の確保のための自主的な活

動の推進、道路や公園の明るさの確保など犯罪

の防止に配慮した環境の整備などに努めていま

す。

この陳情に対する意見はありません。

以上で説明は終わりました。この陳森委員長

情について御意見等があればお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

をもって意見聴取を終了します。

次に執行部より報告したい旨の申出がありま

したので、これを許します。

時間が押していますので、諸般の報告①から

④について、一括して説明をお願いします。

お手元の委員会資御沓うつくし作戦推進課長
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料の１１ページをお開きください。第３次大分

県環境教育等行動計画の策定について、報告し

ます。

資料左上の第１章２計画の位置づけに記載の

とおり、この計画は、環境教育等による環境保

全の取組の促進に関する法律第８条に定める行

動計画であり、さきほど説明した第３次大分県

環境基本計画の環境教育等に関する個別計画と

して策定するものです。

３計画の期間は、令和２年度から６年度まで

の５年間です。

次に、第２章計画の目指す方向として、１計

画の目標は、大分県の恵み豊かな自然環境を守

り、将来へ継承するため、地域と地球環境の未

来づくりに意欲と能力、行動力を持つ人材の育

成とし、２計画の基本的な考え方として、環境

教育を推進する方向性などについて掲載してい

ます。

資料右の第３章施策の展開では、大きく二つ

の具体的な施策に分けて掲載しています。まず、

Ⅰ環境保全のための力を育む教育の推進では、

環境教育を進める上で必要となる人材の育成や、

多様な場における環境教育の機会の創出など、

これまでも進めてきた取組を継続実施していく

こととしています。

次のⅡ未来を創る力を育む教育の推進では、

ＳＤＧｓを踏まえ、持続可能な開発のための教

育（ＥＳＤ）を取り入れた環境教育を推進する

ための取組を掲載しています。

次に、左下の第４章計画の推進のためにでは、

学校や地域社会、県や市町村など、それぞれの

主体に求められる役割を掲載しています。

最後に、第５章行動計画の推進・進行管理で

は、本計画の推進体制として、教育委員会や学

校、おおいたうつくし作戦県民会議と連携し、

環境教育を効果的に推進していきます。また、

毎年度、取組の実施状況を把握し、行動計画の

進行管理を行うこととしています。

資料の１２藤本審議監兼人権・同和対策課長

ページをお開き願います。

大分県人権尊重施策基本方針は、前回の平成

２７年の改定後、部落差別解消推進法をはじめ

とする差別解消３法の施行などによる人権を取

り巻く状況の変化や、平成３０年に実施した県

民意識調査の結果等を踏まえて改定するもので

す。

新たな基本方針には、部落差別に関する初め

ての法律である部落差別解消推進法の施行に伴

って、同和問題という表記を部落差別問題に変

更するとともに、性的少数者の人権問題につい

ては、これまでの様々な人権問題の中から独立

し、新たに分野として取組を強化することとし

ています。

昨年９月の常任委員会での報告の後、県民向

けパブリックコメントを実施して提出された意

見や、審議会における有識者の意見等を踏まえ

た改定を行っています。

資料のマル審は人権尊重社会づくり推進審議

会で出された意見、マルパはパブリックコメン

トで出された意見を反映したものです。

この基本方針は本年４月に改定し、これを踏

まえて、引き続き差別のない、人権が尊重され

る社会づくりを推進していきます。

南海トラフ地震の多様河野防災対策企画課長

な発生形態への取組について説明します。資料

の１３ページを御覧ください。

まず、１の多様な発生形態と臨時情報につい

てです。国は、昨年３月末に半割れなど、南海

トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと

評価された場合に自治体等が取るべき防災対応

について、南海トラフ地震の多様な発生形態に

備えた防災対応検討ガイドラインを公表しまし

た。資料の右側の図のように、この半割れが発

生した場合には、気象庁から南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震警戒）が発表されますが、後

発地震が発生してからでは避難が間に合わない、

いわゆる津波等で３０分以内に３０センチメー

トル以上の浸水が生じる地域については、１週

間の事前避難の要否を検討することとなってい

ます。

今回、その事前避難の検討に必要な地震発生

から３０分以内に３０センチメートル以上浸水

する地域の調査結果が出ましたので報告します。

２の３０分以内３０センチメートル以上浸水予
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測調査についてを御覧ください。

県内の海岸を有する１２市町村を調査したと

ころ、大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊

後高田市、杵築市、宇佐市、姫島村、日出町の

９市町村が浸水し、佐伯市では住家や事業所等

が浸水する地域があります。佐伯市以外の市町

村については、海に隣接する標高が低い土地で

は、地震により地盤沈下が発生し、浸水する箇

所がありますが、住家や事業所等は浸水しませ

ん。

お手元にお配りしている浸水予測図の２ペー

ジをお開きください。佐伯市蒲江の浸水予測図

です。

水色の部分が、後発地震発生後２０分から２

５分以内に、青色の部分が２５分から３０分以

内に、３０センチメートル以上の浸水が生じる

地域となります。なお、灰色の部分は３０分以

降に３０センチメートル未満の浸水がある地域

です。

次に２０ページをお開きください。大分市坂

ノ市の浸水予測図です。図面中央の丹生川の河

口付近に紫色の部分があります。これは、後発

地震発生直後に、沿岸部の標高が低い部分で地

盤沈下が発生して浸水が生じる箇所ですが、住

家が存在しない地域です。

最初に御覧いただいた資料の３になりますが、

浸水予測調査と合わせて、南海トラフ地震臨時

情報発表時の課題等について、沿岸部住民の意

見をいただくことを目的に佐伯市と共同でワー

キンググループを全３回開催しました。３０分

以内に３０センチメートル以上浸水する地域の

災害時要配慮者は事前避難が必要などの意見を

いただいたところです。

次のページを御覧ください。４の南海トラフ

地震防災対策推進計画の修正についてです。今

回の計画の修正は、南海トラフの想定震源域内

で最初に半割れがおき、その後、いつ発生する

か分からない後発地震に対して、住民や市町村、

県がどのような対応を行うかを反映させたもの

です。

（１）の基本方針として、住民生活が必要以

上に萎縮することがないよう、①人命優先と日

常生活維持のバランスのとれた対策を講じるこ

とと、②県民の意見の反映ということでワーキ

ンググループの意見を十分尊重したいと考えて

います。

次に（２）の主な修正内容ですが、これまで

の南海トラフ推進計画に、新たに赤字の第３章

時間差発生等における円滑な避難の確保等を追

加し、臨時情報発表時の対応等について記載し

ました。記載した主な項目は右側の①事前避難

対象地域の設置と②臨時情報（巨大地震警戒）

発表のときの対応になります。①事前避難対象

地域については、後発地震発生後３０分以内に

３０センチメートル以上の浸水が生じる地域を

対象とします。また、②臨時情報（巨大地震警

戒）が発表された際の対応として、住民の対応

については、事前避難対象地域（後発地震発生

後３０分以内に３０センチメートル以上の浸水

が生じる地域）の避難行動要支援者（災害発生

時又は災害が発生する可能性がある場合に自主

避難が困難な人）は１週間避難を継続すること

とし、それ以外に地震に対して不安を感じる住

民も自主避難することとしています。

市町村の対応については、避難情報を発令し、

避難行動要支援者に避難を求めるほか、不安を

感じる住民の自主避難者も受け入れる。また、

避難所を確保し、必要な食料や日用品を確保す

ることとしています。

県の対応ですが、市町村が行う避難所や、食

料・日用品の確保を支援するとともに、県民に

冷静な対応と地震への備えを再確認するよう、

報道機関やホームページなどを通じて広報を行

うこととしています。

今後は、この計画を基に、日田市・玖珠町を

除く各市町村が南海トラフ地震防災対策推進計

画を修正することになりますが、県としても市

町村の取組に対し、しっかりと支援していきま

す。

最後に５の今後の取組についてですが、南海

トラフ地震防災対策推進計画を来年度開催の県

防災会議にて、地域防災計画に反映します。

お手元に配付している橋本自然保護推進室長

冊子を御覧ください。
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昨年の１０月３１日から１１月５日にかけて

開催した第１０回日本ジオパーク全国大会２０

１９おおいた大会の報告書を作成しました。県

内外から、延べ５千人を超える参加をいただき、

高い評価をいただきました。ありがとうござい

ました。

次に、お手元に配付しているチラシを御覧く

ださい。第５回「山の日」記念全国大会を今年

８月１０日から１２日の期間にくじゅう連山の

麓、九重町等で開催します。記念式典や歓迎フ

ェスティバル、エクスカーション等を通じて、

山の魅力に加え、山の恵みである温泉など大分

の豊かな自然を全国にアピールしていきます。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

南海トラフ地震の防災計画に関して猿渡委員

ですけれども、要支援者、障がいを持つ方々の

意見をしっかり反映していただきたいと思いま

すので、要望しておきます。よろしくお願いし

ます。

ほかに委員からありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

で諸般の報告を終わります。

予定していた案件は以上ですが、この際ほか

に何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをもっ森委員長

て生活環境部関係の審査を終わりますが、ここ

で私からお礼を申し上げます。

〔森委員長挨拶〕

〔宮迫生活環境部長挨拶〕

ありがとうございました。森委員長

せっかくですので、今年度末で御勇退される

望月理事兼審議監から、御挨拶をいただきたい

と思います。

〔望月理事兼審議監挨拶〕

ありがとうございました。それでは森委員長

これで生活環境部関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

ここで、暫時休憩します。

午後０時４０分休憩

午後１時１５分再開

休憩前に引き続き、委員会を開きま森委員長

す。これより、病院局関係の説明に入ります。

まず、合い議案件の審査を行います。

商工観光労働企業委員会から合い議のあった

第３７号議案大分県公営企業の設置等に関する

条例等の一部改正についてのうち、本委員会関

係部分について執行部の説明を求めます。

第３７号西永病院局次長兼県立病院事務局長

議案大分県公営企業の設置等に関する条例等の

一部改正について説明します。議案書では２３

７ページになりますが、説明はお手元の委員会

資料で行います。資料の１ページをお開きくだ

さい。

まず、１改正の理由ですが、地方自治法にお

いて、地方公共団体の長等の損害賠償責任の一

部免責に関する規定が第２４３条の２として追

加されることになりましたが、改正前の法律に

あった第２４３条の２が、同じ内容のまま第２

４３条の２の２に改正される条ずれが生じてい

ます。

この条ずれの部分を、企業局が所管する大分

県公営企業の設置等に関する条例及び病院局が

所管する大分県病院事業の設置等に関する条例

で引用していることから、２条例改正の内容の

とおり規定の整備を行うものです。

また、３施行期日については、地方自治法の

一部改正の施行日とあわせて、令和２年４月１

日から施行したいというものです。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

より採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと、商工観光労働

企業委員会に回答することに御異議ありません
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か。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち本委森委員長

員会関係部分については、原案のとおり可決す

べきものと、商工観光労働企業委員会に回答す

ることに決定しました。

以上で合い議案件の審査を終わります。

次に、付託案件の審査を行います。第１３号

議案令和２年度大分県病院事業会計予算につい

て執行部の説明を求めます。

第１３号議案令和２年度大分県田代病院局長

病院事業会計予算について説明します。議案書

では７２ページからになりますが、本日はお手

元にお配りしている令和２年度病院局予算概要

に沿って説明します。それでは、資料の１ペー

ジをお開き願います。

福祉保健部が所管している県立病院対策事業

費の概要です。一般会計から病院事業会計への

負担金は、表の事業概要欄の病院事業会計負担

金のとおり１３億２，８２０万７千円で、前年

度と比べて３億１，５２９万円の増額となって

います。増減要因としては、精神医療センター

の運営に要する経費負担の増などです。

２ページをお開き願います。病院事業におけ

る元年度当初予算との比較の概略です。上段の

収益的収支予算ですが、２年度の単年度損益は

８，９００万円の黒字予定で、元年度と比較す

ると減益となる見込みです。

下段の資本的収支予算については、精神医療

センター本体工事の完成などに伴い、収入、支

出とも、元年度と比較して減額となります。

３ページを御覧ください。２年度予算の概要

を千円単位で記載しています。まず、収益的収

入及び支出のうち、（１）病院事業収益につい

て説明します。

左側の表ですが、医業収益は、入院収益、外

来収益などの合計です。入院、外来患者数や、

単価については、元年度決算見込みを基に算定

しています。これに、医業外収益、特別利益を

加えると、病院事業収益は、右の表の一番下の

合計欄のとおり１８８億６，９３９万１千円で

す。

次のページをお開きください。（２）病院事

業費用についてですが、職員の給与費、薬品費

等の材料費、減価償却費などで構成される医業

費用に、医業外費用、特別損失を加えて、右の

表の一番下、合計の欄のとおり１８７億８，０

２３万９千円です。

次に、５ページを御覧ください。資本的収入

及び支出についてです。（１）の資本的収入は、

左の表に掲載している企業債、負担金及び補助

金で構成され、合計１１億８，５１７万９千円

です。また、右の表（２）資本的支出は、建設

改良費と企業債償還金及び他会計からの借入金

償還金で構成され、合計２２億４１３万６千円

です。

なお、２年度はＭＲＩの更新や、大規模改修

２期工事を予定しています。

次のページをお開きください。令和２年度予

算のうち、県立病院精神医療センターの開設後

半年分について説明します。３の（１）病院事

業収益、また右の表（２）病院事業費用ともに

３億５，４３１万２千円です。

なお、収益、費用ともに同額ですが、一般会

計からの負担金を除くと、半年で約２億円の赤

字となる見込みです。また、４の資本的収入及

び支出のうち、（１）の資本的収入は１億８，

８８１万６千円、右の表（２）資本的支出は２

億４，１３３万８千円です。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

ここ２、３日、コロナの感染者濱田副委員長

数が今の発表では２１名ですが、なかなかどう

いう展開に今後なるか分かりませんけれども、

コロナウイルスの関係が今説明のあった病院の

収支にどんな影響を与えるのか。例えば、患者

が増えるとか、あるいはずっと減っていくとか、

その辺の予測はどう考えているのか、お伺いし

ます。

濱田副委員長から今後の病院運田代病院局長

営に対する新型コロナウイルスの影響について

御質問いただきました。

今、副委員長が言われたように、感染の蔓延
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状況ですとか、そういうので種々状況は変わっ

てくると思いますけど、我々が今一番懸念をし

ているのは、いわゆる病院の機能を縮小せざる

を得ない状況に陥る場合がある。場合によって

は、考えていかなければならないと思っていま

す。そうなりますと、もちろん収益は落ちます

ので、見込みよりも落ちる可能性は否定できな

いと考えています。これは収益だけではなくて、

県民の生命と健康を守るために県立病院はある

と思っていますので、そこら辺は、どこまで感

染と機能維持のバランスを取りながら運営して

いくのか、慎重に考えていきたいと思っていま

す。

県立病院はもちろん県内の医療濱田副委員長

の中心的な機関でありますけれども、なかなか

これはどの辺でどうなるという予測が今、全く

立たないので、その辺は病院にとっても、我々

にとっても、認識はあんまり差がないんじゃな

いかなと感じます。中核の病院として今からの

広がり方、あるいは何とか食い止めていける等、

その辺の今の見通しと言いますか、今の段階の

見通しというのはどんなふうに思っていますか。

何かエビデンスと言いますか、田代病院局長

根拠を持ってそれに応えるだけのものが今、県

も含めて、全世界的にないと思っています。で

すから、今県病としては、感染対策を万全に行

った上で、病院の運営を行っていくとお答えす

る以外はないかなと思っています。（「頑張っ

てください」と言う者あり）ありがとうござい

ます。

本日は、後ほどコロナ対策に関して森委員長

は報告をいただきます。特に、病院局予算に関

して、直接関係あることも、関連でも結構です

けれども。

日頃から新型コロナウイルス感染症藤田委員

患者の方への献身的な対応、本当にありがとう

ございます。

新型コロナで入院されている方の入院費とか

治療費というのは、財政的な枠組みというのは

今どのようになっているんでしょうか。

それともう１点、看護師の方が感染されてい

ますけれども、これは労災の適用になるんでし

ょうか。

コロナの関係で入院され笹原医事・相談課長

ている患者の入院費とか、その関係については、

公費で負担されるので、自己負担分に対して全

額公費の負担があります。なので、保険適用の

分と自己負担分については公費適用になるので、

入院されている患者は特に自己負担はないと聞

いています。

職員の労災については、波多野総務経営課長

地方公務員災害補償制度がありますので、もし

職員がそういう治療に入れば、そちらで対応し

ていくことになると思います。公務災害という

形になると思います。

今年度から地域連携について形を変土居委員

えてやっていますよね。１階に一室を設けて。

その地域との連携を取っていこうと思って、う

まくいかないところとかあったら教えてもらい

たいなと。

新年度、どのようにそれを克服していこうと

されているのか、何か課題があったら教えてく

ださい。

今年度は患者総合支援玉井副院長兼看護部長

センターというのが出来上がり、そこに地域連

携と入退院と相談という三つの機能がしっかり

と出来上がりましたので、患者がワンストップ

で入院の前から退院まで支援が充実できるよう

になったというところです。

現在のところ、地域連携も入退院もかなりス

ムーズに進んでおり、入院前から準備ができる

ようになりましたので、今のところ大きな課題

というのは、認識をしていません。来年度の課

題としては、地域連携をもっとよりスムーズに

というところになります。今度の診療報酬改定

でも、特に入退院を入院時から多くの情報を地

域連携で集めて、そして、よりスムーズに患者

につなげていくということで、入院前にお困り

の情報を早く察知するというシステムをもっと

早くスムーズにやっていきたいなと思います。

２点目が、精神医療センターができますので、

この精神科の患者の問題を同じような形で、い

かに身体科と精神科で融合させていくかという

ことが課題かなと思っています。
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ぜひよろしくお願いします。土居委員

精神医療センターのことで一つ教え猿渡委員

てください。

身体の病気と併せ持った方が対象ということ

なんですけれども、いろんなケースがあって、

精神の病気の方、大変難しいケースもあるかと

思うんですね。身体の病気はないんだけれども、

ちょっとほかの病院でなかなか受け入れてもら

えないとか、そういう場合にも県病のセンター

の対象になるのかどうか教えてください。

身体合併症がない精神科の患者に井上病院長

対しても、もちろん受け入れるつもりです。特

に受け入れる部分に関しては、既存の民間の精

神医療施設では困難な夜間、祭日、あるいは措

置入院には至らないその一歩手前の保護的な入

院、こういったものに関しても想定しています。

簡単に言いますと、現在の施設で入院加療が

難しい方を受け持たなければいけないという想

定をしています。

ほかに委員からありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れより採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

以上で予定の案件は終わりましたが、この際

何かありませんか。

それでは、新型コロナウイルス感井上病院長

染症の患者の現在の状況等について御説明申し

上げます。

これに関しては、委員の皆さん御承知のよう

に、県立病院は、本来的にいえば、コロナ感染

症だと確定していて、入院加療が必要とされる

方を専用の病床に収容して入院する。これまで

も６例はそういう形で受け入れてきたわけです。

ところが、今回は先週、大分医療センターで

クラスター的な発生が出始めました。というこ

とで、私どものところで大分医療センターに関

係した患者はいないかどうか、つまりコロナウ

イルス感染症として受け入れていない方でそう

いう方がいないか確認したところ、神経内科に

も一人いました。その方がひょっとしたらとい

うことで、違う病気で来られているわけですけ

れども、どうも曝露された可能性があるという

情報があり、ＰＣＲ検査をしたところ陽性でし

た。そして、その患者の入院の際に外来で担当

した看護師が３日後に発熱していましたので、

この方も疑いがあるということでＰＣＲ検査を

しました。その結果、この方も陽性でした。

ということで、本来の陽性患者として受け入

れるという流れではないところで発生しました。

これは院内に広がる可能性があるということで、

曝露の状況の情報その他を検討するということ

で、まず神経内科の患者に対応、担当した看護

師、医師、それから外来の看護師と接触、曝露

した可能性のある職員、看護師、患者、医師、

これに関して、曝露の程度に応じて検査を進め

るという手順で進めています。

現在のところは、その情報だけで全てここま

でができる、ここまでは安全というのはなかな

か判断できません。そういうことで、ある程度

疑いがあるところを制限かける、濃厚の疑いが

あるところを制限かけるということで、今朝か

ら神経内科の外来は閉鎖すると。それから、神

経内科の医師が受け持った可能性のある、受け

持った患者のいる病棟に関しては、新たな患者

の受入れはしないこととしました。

外来は神経内科以外は通常通りやるというこ

とで制限をかけました。ここで、一言申し上げ

たいのは、ＰＣＲ検査という名前をよく聞くと

思います。ここで誤解を招かないように申し上

げますけれども、ＰＣＲ検査というのは万能で

はありません。陽性であるときに初めて対応が

明確になります。つまり患者であると分かりま

す。ところが、陰性であるということが分かっ

たとしても、これは完全な免罪符ではありませ

ん。これを検査だけで間違いなく陰性だと言う

ためには、潜伏期間、毎日連続して検査を行う

必要があります。潜伏期間は１４日間と言われ

ているので、毎日やるとしたら、１４回やらな

いといけないということになります。これは極
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めて非現実的です。

したがって、私どもの考えは、曝露の程度、

状況、これによって危険性がどれくらいあるか

とその状況を踏まえた上で、ＰＣＲ検査の優先

順位をつけた上で行うと。その中で、陽性を確

認した方に関しては、きちんとした対応をする。

ＰＣＲを１回だけやれば、これで免罪符を得ら

れるというわけではないので、非常に難しいと

ころがあることを分かっていただきたいと思い

ます。

ある一部では、全員やればいいんだという考

えをお持ちの方もおられるかと思いますけれど

も、全員を１４日間やるということになります

ので、大変なことになります。これは現実的で

はないということで、県立病院では今言ったよ

うな対応でやっています。

今後のもう一つのファクターは、時間が過ぎ

ていけば安全が一つずつ確認できるということ

です。したがって、一日一日安全な人が増えて

いく可能性がありますので、制限している診療

を少しずつ解いていくことを考えています。こ

れは、毎日毎日検討しながらやっていきたいと

考えているところです。

もう一つ、診療を制限しているところは、実

は呼吸器内科が主に新型コロナウイルス感染症

と確定した方の入院治療を行っています。さき

ほど申し上げた２名を加えて、現在８名が入院

しています。この８名の治療にあたっています

ので、通常の呼吸器内科の外来診療は制限せざ

るを得ないということで、かなり制限してやっ

ています。これはやむを得ないところです。

さきほど局長が申し上げたように、県立病院

は基幹病院としてほかの医療施設には代替して

もらえないような医療をやっています。この医

療に関しては、当然危険度がある程度除外でき

るという判断がある限りは続けていくというこ

とでないと医療崩壊が起こります。こういう考

え方の下に、継続と制限をぎりぎりの線で図っ

ていきたいと考えているところです。

病院長から丁寧な説明ありがとうご森委員長

ざいました。

また、最前線で今、県立病院の方には頑張っ

ていただいている状況も分かっています。今日

の審査時間、あと５分程度なんですけれども、

特別、皆さんからお聞きしたいことがありまし

たら、よろしくお願いします。

今、８名入院されているということ土居委員

ですけれども、もともとコロナウイルス感染症

患者の受入れ可能病床数は大分県では４０床だ

ったのが１００床になったんですが、県病では

ベッド数が増えたのかどうかについてお伺いし

ます。

もともと指定感染症の病床は１２井上病院長

床です。今、残り４床ですけれども、そこは実

を申し上げると、重症の方用はあと２床、比較

的中等度以下であれば残りということなります

が、ほかの指定感染症病床では受け入れられな

い重症がいつ入ってくるか分からないので、そ

こはある程度空床が必要です。

それから、福祉保健部主導で一般病床の使い

方について他施設が参加できるかどうかの検討

を行ったようです。赤十字病院と大学病院がこ

れに手をあげると聞いています。そういうとこ

ろに中等症以上の方が入院する、それから、ほ

かのところにも軽症を回すという考えもあると

聞いています。県立病院は、とにかく重症を受

け入れる病床を残すという考えでやりたいと思

っています。一般病床の開放に関しては、今の

ところ考えていません。

分かりました。ありがとうございま土居委員

す。

本当にお疲れさまです。猿渡委員

大分医療センターで、看護師が体調不良とな

った後も勤務されていたということから、勤務

をぎりぎりの人数で回していたんじゃないかと

気になります。県病は、やはり休まないといけ

ない人が出てきたりという中で、勤務体制はぎ

りぎりではないのか、夜勤は月に何回程度なの

か、年休の消化状況はどういう状況なのか。そ

の辺である程度の中身が見えるかと思うので。

まず、看護師の勤務が玉井副院長兼看護部長

ぎりぎりではないかということですが、その前

に、まずは健康状態ですけれども、毎日、職員

が勤務前に必ず体温を計って来るんですけれど
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も、朝のミーティングのときにもう一度健康チ

ェックをしています。もし、自宅で発熱した場

合は、電話で今日は出勤しないと報告すること

になります。それを朝の師長全員が集まるミー

ティングの中で、全体で共有しており、職員の

家族の健康状況まで全て把握できるようなシス

テムになっています。

さらに、当日の各部署の勤務状態に配慮して

おり、職員の勤務や患者の状況によって、お互

い応援に行くという体制を取っていますので、

勤務状況がぎりぎりということはありません。

また、三養院も今、７名体制で対応しています。

健康状態が悪い看護師を勤務させることは極力

と言うか、絶対ないような形にしています。

（「夜勤」と言う者あり）

夜勤は、診療報酬上も７２時間以内と基本的

に決められているんですけれども、大体７０時

間未満、平均８回で勤務を組むようにしていま

す。

また、年次有給休暇は、１年間で８から９日

取っていますけれども、全員最低５日は取得で

きています。

ＰＣＲ検査なんですけれども、現在、羽野委員

検体採取から判定結果が出るまでの時間、どの

程度かかるんでしょうか。

大体、朝西永病院局次長兼県立病院事務局長

９時からの検査で、午前中出した分については、

おおむね１時までに出ているので、４時間ぐら

いで出るんじゃないかと。陰性の場合は少し早

めに出ます。

感染している可能性がある人と接す井上委員

る場合、防備するんだけど、最初やったとき、

防備体制というのは十分していなかったのかな。

ショックなのは、やっぱり看護師とか医者とか

が感染したこと自体が私たちは不思議でならん

のですよね。

防備の体制は、十分できていたんですかね、

そのときは。どうなんでしょう。

神経内科の患者に関しては、さき井上病院長

ほど申し上げたように、診療連携で大分医療セ

ンターから来られたわけです。そのときの医療

情報では、違う病名がついていて、その治療で

来ていました。医療センターで院内発生が起こ

っているという情報が後になって来たわけです。

御本人を見て、これは新型コロナウイルス感染

症の状態が疑われるという状況じゃなかったと

思っています。

したがって、これは医療の限界ですし、情報

はなかったし、その場の状況もそういう疑いを

持てなかったので、やむを得ないことではない

かと私は思っています。

ほかに委員からありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これをも森委員長

って病院局関係の審査を終わりますが、ここで

私からお礼を申し上げます。

〔森委員長挨拶〕

〔田代病院局長挨拶〕

ありがとうございました。森委員長

せっかくですので、今年度末で御勇退される

財前会計管理課長から御挨拶をいただきたいと

思います。

〔財前会計管理課長挨拶〕

ありがとうございました。それでは森委員長

これで病院局関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔病院局退室、福祉保健部入室〕

これより、福祉保健部関係の審査に森委員長

入ります。

本日は、時間の関係で、諸般の報告④新型コ

ロナウイルス感染症への対応についてを諸般の

報告の最初に行い、その報告以降は伊東審議監

や藤内健康づくり支援課長をはじめ、コロナウ

イルス関連の記者会見等に対応される方は退室

していただいて構わないと考えていますが、委

員の皆さま、そのようにしてよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と言う者あり〕

ありがとうございます。それではそ森委員長

のように進めます。

初めに合い議案件の審査に入ります。まず、

総務企画委員会から合い議のあった第１７号議
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案大分県の事務処理の特例に関する条例の一部

改正について及び第２３号議案大分県使用料及

び手数料条例の一部改正についてのうち、福祉

保健部関係部分について、一括して執行部の説

明を求めます。

委員会資料の１ページをお開き北村薬務室長

ください。第１７号議案大分県の事務処理の特

例に関する条例の一部改正について説明します。

議案書は１９４から１９６ページですが、委員

会資料で説明します。

大分県の事務処理の特例に関する条例は、地

方自治法に基づき、知事の権限に属する事務に

ついて市町村長に権限移譲を行うものであり、

覚せい剤取締法に基づく事務については、保健

所設置市である大分市に移譲しています。

上段の法律改正の枠内、覚せい剤取締法の一

部改正の概要を御覧ください。覚せい剤取締法

の一部の改正に伴い、①のとおり、覚醒剤の

「せい」の表記が、従来の平仮名から漢字に改

められます。また、②のとおり医薬品である覚

醒剤原料を施用された患者が亡くなり、これを

相続した等の場合に、当該医薬品である覚醒剤

原料を薬局、病院等に譲渡することが可能とな

ります。そのため、本条例においても①につい

て覚醒剤の表記を改めるとともに、②のとおり

薬局、病院等が医薬品である覚醒剤原料を譲り

受けた場合等の届出について、大分市内の薬局、

病院等からの届出の受理に係る事務を追加して

移譲するものです。

なお、施行は、法律の施行日である本年４月

１日としています。

続いて、資料の２ページを御覧ください。第

２３号議案大分県使用料及び手数料条例の一部

改正について説明します。議案書は２０３から

２１８ページですが、こちらも委員会資料で説

明します。

さきほど申し上げたとおり、覚せい剤取締法

の一部の改正に伴い、覚醒剤の「せい」の表記

が、従来の平仮名から漢字に修正されることか

ら、本条例においても別表第三の覚せい剤関係

事務の項にある「覚せい剤」の語句を漢字表記

に修正するものです。

なお、施行は、法律の施行日である本年４月

１日としています。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はありま森委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

より、さきほど審査した生活環境部関係とあわ

せて採決します。

まず、第１７号議案について採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので 本案のうち、本森委員長

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。

次に第２３号議案について採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので 本案のうち、本森委員長

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。

次に、総務企画委員会から合い議のあった第

２５号議案大分県長期総合計画の変更について

及び第２６号議案第２期まち・ひと・しごと創

生大分県総合戦略の策定についてのうち、福祉

保健部関係部分について、一括して執行部の説

明を求めます。

第２５号議案大分県長期総廣瀬福祉保健部長

合計画の変更及び第２６号議案第２期まち・ひ

と・しごと創生大分県総合戦略の策定のうち、

福祉保健部関係部分について説明します。

全体の概要については、既に生活環境部から

説明しているので省略します。
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議案別冊大分県長期総合計画「安心・活力・

発展プラン２０１５」（改訂案）を御覧くださ

い。前回お示しした素案から、変更点が１か所

あります。

１６ページをお開きください。パブリックコ

メントでは、多胎児家庭に対し、産前産後にわ

たるきめ細かな支援を求める意見があったこと

から、主な取組の④子どもの健やかな発達と育

児不安を抱える親への支援の３ポツ目の文末に、

多胎児を持つ親への育児支援の充実を追加して

います。多胎育児は特に、母親の負担や孤立の

防止として、身近な支援者の存在が不可欠であ

るため、多胎児の親同士が互いに悩みを打ち明

け合う交流の場づくりや継続的な家庭訪問など、

今後も市町村と連携し、きめ細かな支援を行っ

ていきます。

続いて、議案別冊第２期まち・ひと・しごと

創生大分県総合戦略案の５ページをお開きくだ

さい。

本計画においても、さきほど説明した大分県

長期総合計画の変更箇所と同様、主な取組の④

子どもの健やかな発達と育児不安を抱える親へ

の支援の２ポツ目の文末に、多胎児を持つ親へ

の育児支援の充実を追加しています。

そのほかの意見として、それぞれの計画に対

して計６８件もの御意見をいただきましたが、

既に素案に盛り込まれている内容について、施

策や事業を実行する上での個別具体的な御意見

がほとんどでした。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

生活環境部でも同じことをお願いし土居委員

たんですけれども、例えば、ひきこもりとか発

達障がいとか言うと、生活環境部でもあります

し、教育委員会でもあります。それぞれの部署

が連携し合って、しっかりと情報を共有して対

策に取り組んでいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

ほかに委員から何かありませんか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れより、さきほど審査した生活環境部関係とあ

わせて採決します。

まず、第２５号議案について採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので 本案のうち、本森委員長

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。

次に第２６号議案について採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので 本案のうち、本森委員長

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。

以上で、合い議案件の審査を終わります。次

に、付託案件の審査に入ります。まず第１号議

案令和２年度大分県一般会計予算のうち、福祉

保健部関係部分について、第３号議案令和２年

度大分県国民健康保険事業特別会計予算につい

て及び第４号議案令和２年度大分県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算について、一括して執

行部の説明を求めます。

福祉保健部で御審議いただ廣瀬福祉保健部長

く予算議案は、第１号、第３号及び第４号の合

計３議案です。説明は、お手元の冊子福祉保健

部予算概要を使って行います。３ページをお開

きください。

まず、（１）一般会計ですが、当部に関係す

る予算総額は、表頭の左から２番目、予算額

（Ａ）の福祉保健部①の計欄のとおり１，０３

６億４，１９９万４千円です。これを表の右側

元年度７月現計予算額（Ｂ）と比較すると２５

億６，６０７万８千円、率にして２．５％の増

となっています。この主な理由としては、高齢

化の進行に伴う介護給付費の増や、国の幼児教

育無償化の影響等に伴う社会保障関係費の増な
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どによるものです。

続いて、４ページを御覧ください。（２）特

別会計ですが、当部所管の国民健康保険事業特

別会計、母子父子寡婦福祉資金特別会計等につ

いて、予算額（Ａ）の計欄のとおり１，１９６

億５，４１１万７千円を計上しています。

なお、今回の予算に係る重点事業等について

は、１３日（金）の予算特別委員会にて説明し

ましたので、本日はそれ以外の主な事業と、債

務負担行為の内容について、担当課室長より説

明します。御審議のほど、よろしくお願いしま

す。

１９ページをお開きくだ幸福祉保健企画課長

さい。事業名欄２番目の地域の健康づくり支援

事業費６４６万円です。

この事業は、健康寿命の延伸に向けて、地域

ごとの健康課題に応じた対策を強化するため、

市町村が行う運動習慣の定着や肥満・減塩対策

の推進等、生活習慣の改善に向けた取組に対し

助成するものです。

４０ページをお開き藤内健康づくり支援課長

ください。下段の結核地域医療体制強化事業費

２，２０２万８千円です。

この事業は、早期診断と確実な治療により、

結核の蔓延を防止し結核罹患率を低下させるた

め、結核診療に精通した医師の養成を行うとと

もに、地域の医療機関に対する診療支援を行い、

地域での結核医療体制の充実を図るものです。

一つ目の二重マルでは、結核診療医師の養成、

確保を大分大学医学部に委託し、各地域の結核

モデル病床等を有する医療機関に呼吸器専門医

を配置します。

また、二つ目の二重マルでは、地域の結核モ

デル病床を有する医療機関等に対して診療支援

等を行う結核診療支援センター（仮称）を西別

府病院に設置します。

次に、５１ページをお開きください。上段の

みんなで進める健康づくり事業費２，８９４万

５千円です。

この事業は、健康寿命を延伸させるため、県

民自らが主体的に健康づくりに取り組む機運を

醸成するとともに、経済団体や保健医療福祉団

体、報道機関等で構成される健康寿命日本一お

おいた創造会議をプラットフォームに、多様な

主体と協働して県民誰もが健康的な生活習慣を

実践できる社会環境を整備し、健康寿命日本一

を目指すものです。

二つ目の二重マルでは、うま塩ともっと野菜

をそろえた、健康でおいしい食事を選べる機会

の拡充を図るとともに、三つ目の二重マルでは、

働く世代の健康づくりを一層推進するため、心

と体の職場環境改善アドバイザーを養成し、健

康経営事業所のさらなる取組を支援します。

続いて、５２ページを御覧ください。下段の

障がい者等歯科医療推進事業費１，０８４万９

千円です。

この事業は、在宅歯科医療を推進するため、

訪問歯科診療マニュアルを作成するとともに、

障がい児者に対する歯科医療の充実を図るため、

高次歯科診療施設の運営に対し助成するもので

す。

二つ目の二重マルについて、障がい児者を診

療する高次歯科診療施設は、通常の歯科診療に

比べて一人当たりの診察に要する時間が長くか

かり、収支が安定しないことから、その継続と

充実を図るため運営費を助成します。

６２ページをお開きくだ黒田高齢者福祉課長

さい。下段の福祉・介護人材確保対策事業費６，

２０２万４千円です。

この事業は、福祉・介護人材を確保するため、

参入促進や離職防止、生産性向上などの取組を

実施するものです。

一つ目の二重マルでは、おおいた高齢者いき

いきプラン（第８期）の策定に向けて、介護事

業所・従事者の実態調査を実施し、介護人材確

保に向けて関係者と連携した取組を検討します。

また、三つ目の二重マルの２番目のポツでは、

介護職員の業務負担軽減につながる介護補助職

の導入を促進するため、介護業務の見える化、

切り分け手法案を作成し、県内の４事業所でモ

デル的に業務の切り分け等を実施するとともに、

その成果を元に大分県版業務の切り分けシステ

ムを構築します。

次に、６４ページをお開きください。上段の
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外国人介護人材確保対策事業費３，２９８万４

千円です。

この事業は、県内の介護人材不足に対応する

ため、外国人介護人材が円滑に就労・定着でき

る取組を行います。

二つ目の二重マルでは、外国人介護人材の介

護技能、日本語能力等を向上させるため、介護

職種における技能実習生等に対して集合研修等

を実施するとともに、技能実習生等の円滑な受

入れを支援するため、受入施設、事業所にアド

バイザーを派遣します。

また、三つ目の二重マルでは、外国人介護人

材を受け入れる施設に対し、受入れに要する経

費を助成します。

次に、６５ページをお開きください。中段の

地域介護予防活動推進事業費３１４万円です。

この事業は、要介護状態への移行等を防止す

るため、市町村の行う地域に根ざした高齢者の

運動・認知機能の低下を防ぐ活動等を支援する

ものです。

一つ目の二重マルでは、専門職と連携を図り

ながら、自身の身体機能等の状況を見える化す

るチェックリストを作成し普及を図ることで、

地域住民が主体的に取り組む介護予防活動を支

援します。

また、二つ目の二重マルでは、例えば、介護

事業所など、高齢者の地域での多様な活躍の場

を創出し高齢者に紹介することで、社会参加に

よる介護予防の展開を図ります。

８５ページをお開きく御手洗こども未来課長

ださい。下段のおおいた子育て応援スクラム事

業費１，８９６万３千円です。

この事業は、地域全体で子育てを応援する環

境を創出するため、子育て力の向上につながる

出前講座の開催、地域の子育て応援活動団体へ

の助成、おおいた子育て満足度日本一推進県民

フォーラム等を行うものです。

一つ目の二重マルでは、子育て応援活動リー

ダー養成事業として、各地域で子育て応援活動

を担う団体を充実させるため、地域の子育て応

援活動、団体運営の中核となる人材を育成する

連続講座を実施します。

また、二つ目の二重マルでは、子育てパパの

コミュニティづくり推進事業として、子育て参

画に関心のある父親を対象とした講座を地域子

育て支援拠点で実施し、男性の子育て参画推進

リーダーの養成と父親コミュニティづくりを推

進します。

１０７ページをお開きく二日市障害福祉課長

ださい。上から３番目のカード型障がい者手帳

導入事業費１，４５１万８千円です。

この事業は、障がい者の社会参加を促進する

ため、障がい者の希望によりカード型手帳を発

行できる体制を整備するものです。身体障害者

手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の各

システムの改修を行うとともに、受付窓口とな

る市町村との調整等を行い、今年の秋頃からカ

ード型手帳を発行する予定です。

１１３ページを渕野障害者社会参加推進室長

お開きください。上から２番目の国際車いすマ

ラソン大会開催事業費６，９２６万円です。

この事業は、東京２０２０パラリンピック開

催を好機と捉え、障がい者のスポーツや芸術文

化活動のさらなる促進による共生社会の実現に

向けて、国際車いすマラソンの第４０回記念大

会を開催するものです。記念大会では、障がい

の有無にかかわらず参加できるイベントの開催

や、大会とあわせた障がい者芸術の魅力発信、

ＳＮＳを活用した記念大会の情報発信等を行い

ます。

債務負担行為について御手洗こども未来課長

説明します。お手元の議案書１８ページをお開

きください。

一番上の６番おおいた子育てほっとクーポン

活用事業ですが、期間は令和２年度から５年度

までで、限度額は６，４０５万６千円です。こ

れは、クーポンの有効期限を出生から３年間と

していることから、その期間内にクーポンが全

て使用された場合の額を計上しています。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

４０ページの結核地域医療体制の関猿渡委員

係なんですけれども、今、結核病床数を減らす
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方向にあると聞いているんですけれども、この

結核病床は陰圧室ですよね。せっかくある陰圧

室を減らすのは、今コロナウイルス感染症が広

がっている中で違うんじゃないかと。やっぱり

減らすべきではないし、むしろ充実が求められ

ているのではないかという御意見もいただいて

いますが、その点どうでしょう。

現在、大分県では西藤内健康づくり支援課長

別府病院を結核診療の拠点病院と位置付け、西

別府病院５０床の結核病床を確保しています。

ただ、幸いなことにと言いますか、結核患者が

減っており、１年間に１５０人前後です。長い

場合でも３か月ぐらいで退院されるので、昨年

から今年にかけて西別府病院では、５０床の病

棟に入院患者が１１人とか１２人という極めて

少ない、病床利用率を見ると半分を割るような

日もかなりあり、これが病院の経営上かなり負

担になっていると伺っています。

かつて結核が多かったときに、多くの結核病

床を確保しましたが、それがだんだん結核が減

るとともに、結核病床の最適化というのが求め

られてきたわけです。

ただ、今回のような新型コロナウイルス感染

症とかが発生すると、そういう陰圧病床がある

というのは大変心強いことではあります。ただ、

結核診療を行う先生方と、新型コロナウイルス

の急性期の呼吸器疾患を診る先生方では少し専

門性が異なります。実は、だからこそ今回、結

核を診られる先生が減ってしまったので、それ

を養成しようという部分もあります。

御心配の結核病床は、西別府病院そのものは

少し再編が必要なんですが、それ以外に県下六

つの医療機関に２０の陰圧病床を備えた病床も

あります。こうしたところは新型コロナウイル

スにも対応できますし、そうした病床をうまく

活用しながら、今ある感染症指定医療機関、８

医療機関４２床のモデル病床、さらに今回は、

一般の医療機関で協力してくれるところのベッ

ドも積み上げて約１００床確保しています。

今後、さらにそれを増やしていきたいと考え

ていますが、結核診療の病床と、今回の新型コ

ロナウイルスの病床は、それぞれに確保してお

くことが必要かなと。兼用というのは、今まで

の診療体制を考えると難しいかなと考えていま

す。

３点伺います。土居委員

まず３２ページ、医療政策課の看護対策費に

ついてですけれども、今、県下の准看護学院、

専門学院とかで、これからカリキュラムの編成

があって、情報科学という科目ができるという

ことで、パソコンの整備とかどうしようかと悩

んでいるらしいんです。

ＩＣＴ通信網も不十分なので、何とか考えて

はいるんですが、皆さん御存じのとおり、施設

もとても古くて対応できていないのが現状でし

て、その辺の支援をどのように考えているのか

お伺いします。

それからもう一つは、７０ページ、高齢者福

祉課の介護サービス基盤整備事業費で、今年度

補正でかなり減額された事業なんですが、来年

度、小規模多機能型の居宅介護をどのようにし

ていくのか伺います。

また、補正の際の答弁で、採算性に問題があ

るとおっしゃっていました。やはり実際、過疎

地域、過疎の自治体では、例えば民間のホーム

ヘルプのサービス事業者がどんどん撤退してい

っている。採算が合わないということで、大変

困っている事態になっていますので、この辺を

県としてどのように考えているのかお伺いしま

す。

それから三つ目が、予算特別委員会で守永委

員の質疑の中にもあったんですが、発達障がい

児等心のネットワーク推進事業費とか、発達障

がい児・家族支援体制強化事業費についてです。

これは事業を評価するのに、例えば何年後に何

歳になったときにどのようになっているのかと

か、その成長の過程でチェックをしていって、

また政策を練り直すことも有効ではないかなと

思っていますが、その辺についてお伺いします。

看護学校に対しては、地域一丸医療政策課長

医療介護総合確保基金を活用して支援すること

が可能だと考えています。今年度は佐伯の准看

護学院建て替え支援をしています。

単なるパソコンの買換えだとなかなか難しい
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かと思いますけれども、いろんな施設、設備整

備の事業の組合せでそういった基金の活用がで

きるかと考えていますので、そういったことを

考えているところがありましたら、御相談いた

だければと思っています。

小規模多機能型居宅介護黒田高齢者福祉課長

支援事業促進に御質問いただきました。これか

ら在宅の高齢者の方がどんどん増えていく中で、

在宅で最後まで暮らしていただくこと、そうい

った事業所のサービスが必要ということは認識

しており、一方で採算が合わないとかいったこ

ともあります。なかなか公募しても手をあげて

くれる事業者が少ない、非常に難しい問題だな

と思っています。

そういった中で、市町村の事例を見てみると、

地元の事業者とうまくコミュニケーションを図

りながら、そういった事業にうまく持っていく

ように調整している優良な事例もあります。そ

ういったところをまずは共有するとか、あとは

そういった小規模多機能型の施設の中で連絡協

議会を作っている事例もあります。そういった

ところとも連携しながら、このサービスの重要

性をよく皆さまに御理解いただくように考えて

いきたいと思っています。

１２１ページの発達障が二日市障害福祉課長

い児等心のネットワーク推進事業費についてお

答えします。

この事業は、令和２年度で一区切りになりま

す。長くやってきましたけれども、特に発達障

がい児を就学前の５歳のときに見付けて早く支

援しようと長くやってきました。当然おっしゃ

るとおり、その子たちが小学生、中学生になっ

ています。市町村の保健師を集めた意見交換会

でも、検証が必要ではないかという御意見をい

ただいています。なかなか県が直接というわけ

にはいきませんが、市町村の保健師の御協力も

いただきながら、今後この見直しも含めて、効

果の検証などをやっていきたいと思っています。

特に、竹田市は熱心に取り組んでいただいて

いますので、御意見をいただきながら考えてみ

たいと思っています。

６４ページの外国人介護人材確濱田副委員長

保対策事業費、これで、現在働いている人数、

それから、それに対する評価について伺います。

そして、もう一つは現在の人材養成の希望者、

あるいは現在養成を行っている人数についてお

伺いします。

今、外国人技能実習生と黒田高齢者福祉課長

して入って、県内の施設で働いている方は、私

どもが現在確認している中では４９名いらっし

ゃいます。

計画表の届出を受けている中では１０２人の

方が今後来られることを確認していますが、た

だ、実際に今働いていらっしゃる方は４９名と

聞いています。

その評判ですけれども、事業者を見学させて

いただいて、いろいろお話を伺っていると、非

常に真面目で、日本語なり何なり、そこで吸収

する力がすごくある、優秀な方が多いように聞

いています。

そういった努力して一生懸命働いている姿と

いうのは、他の日本人の職員にも非常にいい影

響を与えているという話もあり、御好評いただ

いています。

あと、希望しておられる方なんですけれども、

実は技能実習生はそれぞれの送り出し機関で養

成されているところで、私どもがなかなかあず

かり知らないところであり、今後何人かは分か

らないところではあるんですけれども、それぞ

れの国で介護人材を非常に熱心に養成している

機関がたくさんあるのは承知しており、今後も

継続して一定数の方が来られるのではないかな

と思っています。

国別では、多い順に言って３位濱田副委員長

ぐらいまで。

一番多いのはフィリピン黒田高齢者福祉課長

からです。次に多いのはベトナムでして、その

次がインドネシアという順番になります。

今の関連で、６２ページの介護福祉藤田委員

士修学資金が今回予算が１，０２６万円となっ

ていますが、何人目安で、今のところ希望者が

何人ぐらいいるのかと、留学生も含まれている

かどうか。

まず、修学資金貸付制度黒田高齢者福祉課長
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については、留学生の方も対象に考えており、

今６０名ほど見込んでいます。

そして、実は今年度の運用を見直して、外国

人が入って来やすいように、入学前から申請が

できるように取扱いを変更したところです。今

後ぜひ留学生にも多く県内の養成施設に入って

いただけたらと考えています。

私、ベトナムに行ったんですよね。井上委員

皆さんの思うように、志すまでの向こうでの勉

強とか、また、こちらまでの経費とかいろんな

面を考えた場合では、実際そちらでこうやって

いろいろやっているけれども、社会福祉協議会

への委託じゃないですか。直接外国に行って、

そしていろんな面の情報を聞いてから対応しな

いと、なかなかこれは難しいと私は思ったね。

ですから、ぜひとも直接行ってそういった話

を聞くなり何なりしてやっていただきたい。じ

ゃないと、いろんな問題が起きたときに関わり

たくないから、社会福祉協議会に丸投げしてい

るんじゃないかという疑いを持ってしまうわけ

よ。

ではなくて、直接行って、肌で感じて、いろ

いろな問題点も含めた中でやはりやらないと、

これは前へ進まないですよ。

今まで一生懸命やったのは行政書士なのです。

意外と行政に詳しいのでね。その人たちが中に

入って、お金を払う。そしてまた、志したら関

係者にお金を払うと。そうすると、やはり相当

金はかかっているのですよね、新聞等で見るよ

りね。その辺のところを熟知しながら進めない

と。ただ来た人に対して説明会をしますという

のが確かに無理がないと思うのだけれども、そ

の辺、もう少し関わる流れというのを作ってほ

しいなと向こうに行ってから感じたのです。

ですから、ただ新聞紙上で見て必要だよ、聞

いて必要だよということではなくて、受入れ側

の思いとか、何が本当に必要なのとか、やはり

各施設における人員をしっかりと把握しないと

だめです。そういった感じでどんどん進めない

とうまくいかないと思う。

ですから、そういうのをどんどん意識しなが

らやると、一つ一つ解決しながらいくと思いま

す。受入れについては、やっぱり直接皆さんが

行ってください、向こうに。そうすると、事情

が分かると思いますので。

御指摘ありがとうござい黒田高齢者福祉課長

ます。私も実は現場に視察に行き、今、ベトナ

ムの企業と協定を組み、調整しているところで

す。県社協も確かに事業を委託していますが、

高齢者福祉課としても一緒に対応していますの

で、今後も、実際に現場に私どもも向かい、そ

の現場のニーズと、あとは県内の施設とのニー

ズをしっかりマッチングできるようによく考え

ていきたいと思っています。あとは関係者、行

政書士の皆さんを含めて、受入推進協議会を今

年度から開催しており、有識者の方々から御意

見をいただきながら、どうすれば受入れがうま

くいくのか、受け入れた後に、長く居ていただ

くためにどういった環境整備が必要で、どうい

った対応が必要なのかを引き続きよく検討して

迅速に対応していきたいと思っています。

しっかりお願いします。井上委員

６２ページの介護職機能分化等推進羽野委員

事業で、県内の４事業所でモデル的に業務の切

り分け等を実施するということですけれども、

これは介護職員と介護補助職員の機能を完全分

離する切り分けということなのか。具体的な中

身を教えていただきたい。

また、その上側に介護補助職の導入支援があ

りますけれども、これと今の県内４事業所とい

うのは連動しているんですか。４事業所以外に

既に導入事業所があってそこへの助成を含んで

いるのか。そういったところを教えてください。

介護職機能分化等推進事黒田高齢者福祉課長

業に御質問いただきました。

これは、今後、人材確保のために取組もしっ

かりやるんですけれども、生産年齢人口がどん

どん少なくなっている中でいかに生産性を上げ

ていくのかが現場では非常に大きなポイントな

のかなと考えており、その中で、やはり専門職

の方は御専門のケアの部分にしっかり集中して

いただいて、それ以外の周辺の、例えばベッド

メイキング、配膳、そういった周辺業務につい

ては、介護補助職の特定技能職以外の方に従事
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いただけるような、業務を切り分けて、しっか

り効率的に業務を推進していただけるようにと

考えているものです。

ですので、委員から御指摘いただいています

とおり、介護補助職の方が担う仕事を見出すの

が一つポイントであり、その上でこの介護補助

職の方を雇う経費について助成するものです。

ある意味連動しているとお考えいただいてよろ

しいと思います。

この４事業所に基本的には導入する羽野委員

ということで想定して、これを助成するという

ことでしょうか。

はい、そのとおりですね。黒田高齢者福祉課長

４事業所は、県下分散した形なんで羽野委員

しょうか。

そうですね、今後調整し黒田高齢者福祉課長

ていきますが、できるだけ一部に集中しないよ

うにはしていきたいと思っています。

切り分けの話がありましたけど、共羽野委員

同作業をした方が効率的な部分もあるんじゃな

いかと思うんですけど、そこら辺はどうなんで

しょう。

現場の実情に応じてとい黒田高齢者福祉課長

うことにはなろうかと思います。

一番の狙いは、現場で効率的に業務を遂行し

ていただくためにどういった役割分担が必要か

を考えいただく、そういった支援になります。

一つは、障がい者の方が６５歳にな猿渡委員

ったときに介護の方に移らないといけないとい

う問題ですけれども、厚生労働省は一律にやる

んではなくてと言っていますが、実際には障害

福祉サービスを受け続けるのはなかなか難しい

と言いますか、本当に限られた人しかできてい

ないと思うんですね。その問題でサービスの状

況に応じ、御本人の希望に応じて障害福祉サー

ビスが受けられるようにできればと思うんです

けれども、どうですか。

御指摘のように、基本的二日市障害福祉課長

には障害福祉サービスから高齢者の介護保険サ

ービスに移っていただくことになりますが、障

がいの状況、あるいはそのサービスがその地域

で受けられないとか、そういう事情に応じて市

町村が障害福祉サービスを引き続き利用できる

となっていますし、厚生労働省もそれは妨げな

いと言っていますので、市町村にもその由は伝

えています。障がい者の方の御不自由がないよ

うに、引き続き私どもも留意していきたいと思

っています。

実際にはなかなかそこが難しい状況猿渡委員

にあると聞いていますので、ぜひ今後ともよろ

しくお願いします。柔軟に受けられるようにお

願いします。

それともう一つ、国民健康保険の関係で、コ

ロナウイルスの関係なんですけれども、通常の

保険証がない方、短期保険証とか資格証明書の

方が感染した場合に、きちんと治療が受けられ

るようにと国も言っていると思うんですけれど

も、その辺のところを市町村にきちんと徹底で

きているのか、しっかり徹底して困ることがな

いように。あるいは、保険証が切れているとか

いう人が、まず相談に行くことだとか、病院に

行くことをためらう、行けない状況が御本人と

してはあると思うんですね。その辺のところで、

市民に対する周知等も必要かと思うんですけれ

ども、どうでしょうか。

御指摘の問題に関しては、山口国保医療課長

国からも通知がありましたので、市町村にはき

ちんと連絡しています。今、委員がおっしゃっ

たように、受診抑制につながることがないよう

に、きちっと対応していかないといけないと思

っています。

要望であり、部局をまたぐお話かと吉村委員

思いますが、なかなか言う機会がないので、よ

ろしくお願いします。

教育委員会にも伝えていますが、県内在住だ

が、小児がん等で福岡県とかに入院をされてい

る小・中・高校生もいらっしゃると思います。

そういった方の把握がどの程度しっかりできて

いるのかと、ここは教育委員会にもお願いして

いるんですけれども、そういった方への教育の

支援が大分県はないと伺っています。福岡県だ

と、長期入院している高校生については、パソ

コンとかタブレットで教育できる、学習できる

ように支援しているけれども、大分県の高校生
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で福岡等に入院している方には、なかなかそう

いう手が及んでいないんだと伺っています。す

ぐにできるような話ではないのは重々承知をし

ていますが、人数もさほど多くないかと思うん

ですけれども、ゆえに少し見落とされがちな点

なのかなと気になっています。そういった方へ

の支援もぜひお考えいただければと思いますし、

県病院に長期入院していて院内学級となると、

転校を余儀なくされると思うんですが、１年間、

２年間ずっと入院しているだけであれば１回の

転校、そして戻るときの転校、でも、これで決

着がつくからいいんだと。ただこれが、３か月

間入院して、退院してと入退院を繰り返すよう

な場合だと、その都度、転校の手続が必要にな

って非常に苦労しているというお話もいただき

ました。当然、福祉保健に関係する部局ではな

いかもしれませんが、ぜひ他の部局とも連携を

取っていただいて、そういった声を吸い上げて

いただく場があればなと思ってお願いをさせて

いただきました。要望です。よろしくお願いし

ます。

ほかによろしいでしょうか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れより採決します。

まず第１号議案について、さきほど審査しま

した生活環境部関係部分とあわせて採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありましたので、挙手によ森委員長

り採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに、

賛成の方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。よって、本案森委員長

のうち、本委員会関係部分については、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第３号議案について採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第４号議案について採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第３０号議案大分県幼保連携型認定こ

ども園の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について、執行部の説明を求めま

す。

委員会資料の３ページ御手洗こども未来課長

をお開きください。第３０号議案大分県幼保連

携型認定こども園の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について説明します。

議案書は２２５ページですが、委員会資料で説

明します。

まず、１条例の概要についてですが、この条

例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の規定に基づ

き、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に

関する基準を定めるものです。

次に、２改正の理由ですが、就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律及び幼保連携型認定こども園の学級

の編成、職員、設備及び運営に関する基準の一

部改正が行われたことから、所要の改正を行う

ものです。

次に、３改正の内容ですが、幼保連携型認定

こども園に配置すべき職員の員数に参入するこ

とができる副園長又は教頭の資格要件に係る特

例の期間について、施行日である平成２７年４

月１日から起算して５年間である令和元年度末

までを、５年間延長して、施行日から起算して

１０年間である令和６年度末までに改めるもの

です。この特例の期間中は幼稚園教諭免許又は

保育士登録のいずれか片方の資格を保有してい

れば、職員配置の員数への算入が可能となりま

す。
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最後に、施行日ですが、本年４月１日として

います。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

要望なんですけれども、こういった井上委員

いろんな資格を取りに行くには、日田市の場合

は福岡が近いんですね。保健師の方は女性の方

が多いので、なかなか大分の方までとなると交

通の便からすると非常に厳しいんですわ。それ

から費用の面もですね、結構遠いのでね。

ですから、その辺の配慮、資格、それから研

修、そういった面については、福岡県など県外

でもいいよという形を少しでも考えていただけ

ると、資格の取得については相当増えると思っ

ています。

というのが、やっぱり不足している中でそう

いった配慮をして、なるべく資格を取りやすい

ような状況にして地元に帰っていただくとかし

ないと、大分までとか言うと、なかなか行きた

くなくなるんですね。やっぱり福岡に行っちゃ

うもんだから、ある程度はそういう配慮をして

いただけると大変ありがたいなと。これは要望

なので、そういった案件があったときには注意

していただいて、なるべくそういう形にしてい

ただけると大変ありがたい。市民からそういう

声がありましたので、話しています。ただ要望

として聞いていただきたいと思います。

ほかによろしいでしょうか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れより採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第２９号議案大分県地域福祉基本計画

の策定について、執行部の説明を求めます。

委員会資料の４ページを幸福祉保健企画課長

御覧ください。第２９号議案大分県地域福祉基

本計画の策定について説明します。議案書は２

２４ページで、お手元に計画案本体もお持ちか

と思いますが、説明は委員会資料で行います。

本計画は、全部で四つの章で構成しています

が、第１章の計画の趣旨等として、計画策定の

趣旨や位置付け、計画期間について記載してい

ます。

次に、第２章の地域福祉を取り巻く現状では、

人口減少や少子高齢化の進行、世帯構造の変化

により、支援が必要な人が増加している状況に

ついて記載しています。

また、第３章の計画の基本的事項では、計画

の基本理念を定めた上で、２施策の基本的方向

として、地域共生社会の実現に向けた体制づく

りなど、三つの柱を計画に盛り込みます。

右上の第４章の計画の具体的取組については、

第１節の地域共生社会の実現に向けた体制づく

りから第３節の多様な地域資源による福祉基盤

づくりに掲げる項目を予定しています。

今回の計画では、アンダーラインを引いてい

ます、第１節の２包括的な相談支援体制の整備

の（１）複合的課題に対応する相談体制の整備、

第３節の２共に支え合う地域力の向上の（３）

住民参加型福祉サービス等の推進などの項目を

新たに盛り込むこととしています。

次にパブリックコメントの状況についてです

が、令和元年１２月１１日から３０日間、県民

から意見を募集したところ、１９件の御意見を

いただきました。このうち、計画へ反映したも

のが１０件となっています。

最後に、策定スケジュール（案）についてで

すが、本議会において議決をいただき、今月に

完成・公表したいと考えています。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

民生委員、児童委員を探すのがなか猿渡委員

なか難しい状況がどこもあると思うんですね。

仕事量は増えているし、役割がますます大きく

なっているし、その中で一定の活動費があると

思うんですけれども、もちろんボランティア精

神がないとできないし、正にボランティアなん

ですけれども、民生委員は国の制度であるので、



- 38 -

大分県独自でとはならないと思うんですけれど

も、確保しやすい、活動しやすい、活動費を増

やすということがいるかと思うんですね。７５

歳までとなっているけど、７５歳を過ぎて６０

代の方のお世話をしていたりという状況がある

かと思うんです。その辺どうでしょうか。

おっしゃるように、民生幸福祉保健企画課長

委員は児童委員も兼ねており、昨年の１２月に

改選がありました。これは各市町村が民生委員

としての候補者を選定いただいて、最終的には

国が委嘱をするんですが、やはりその段階では

欠員があるという市町村もあります。

今おっしゃったように、福祉環境がなかなか

厳しいような状況もありますので、民生委員の

方にはなるべく負担がかからないように、例え

ば高齢者であれば地域包括支援センター、障が

いの問題については専門相談支援機関等と連携

していただいて、なるべく本人の御負担は軽減

となるようにしたいと思っています。

また、新しく民生委員になられた方について

も、基本的にマニュアルの配付や研修を行い、

できるだけ負担軽減につながるようにしたいと

思っていますし、その辺りは我々から市町村に

ついてお願いをしているところです。

いずれにしても、こういった複合的な問題等

も絡んでくる話ですので、ぜひそういった形で

協力いただくようにこれからもお願いしたいと

考えています。

国に活動費を増やすなり働きかけて猿渡委員

いただければと思うんですけれども。

委員がおっしゃったよう幸福祉保健企画課長

に、国の制度設計等もありますので、今後とも

そういった部分の状況について留意していきた

いと思っています。

この地域福祉基本計画に関しては、森委員長

私も当委員会の委員長として審議会に参加して

います。

いろんな福祉サービス、医療関係者、学識経

験者、それから住民の代表の方、多くの委員で

構成する委員会の中でしっかり練り上げられた

ものです。

また今後、この基本計画はしっかり地域の皆

さんの安全・安心な生活につながるよう周知も

お願いをしたいと思います。よろしくお願いし

ます。

ほかによろしいでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れより採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第３１号議案大分県次世代育成支援行

動計画の策定について、執行部の説明を求めま

す。

資料の５ページをお開御手洗こども未来課長

きください。第３１号議案大分県次世代育成支

援行動計画の策定について説明します。議案書

は２２６ページで、お手元に計画案本体もお持

ちかと思いますが、説明は委員会資料で行いま

す。

計画の趣旨等として、計画策定の趣旨や位置

付け、計画期間等を記載しています。

Ⅰ総論編は５章からなり、第１章は子ども・

子育ての現状として前提となるデータ等を記載

し、第２章は前期計画の進捗状況、第３章は目

指す姿や基本姿勢などの基本的な考え方や施策

体系、第４章は個別事業ごと及び満足度を測る

総合的な評価、第５章は推進にあたっての家庭

や地域、学校、企業等や県の役割を記載してい

ます。

Ⅱ各論編は右の欄のとおり、８章からなる基

本施策ごとに、具体的な取組を記載しています。

次にパブリックコメントの実施状況について

ですが、令和元年１２月１１日から令和２年１

月１０日まで県民の皆さまから意見を募集した

ところ、１１件の御意見をいただきました。こ

のうち、計画へ反映したものが多胎育児支援な

ど５件、計画の推進に際して留意するものが子

どもの人権など５件、計画に反映済みのものが

１件となっています。

今後、本議会において議決をいただき、完成
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・公表したいと考えています。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

より採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案の森委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、継続請願３ハンセン病元患者家族の人

権回復とハンセン病問題の全面解決について審

査を行いますが、本請願については、関係する

文教警察委員会にも合い議していることを申し

添えます。

また、本請願については、生活環境部人権・

同和対策課にも関係するため、藤本審議監兼人

権・同和対策課長にも御出席いただいています。

それでは、執行部の説明を求めます。

表紙が水色の継続請藤内健康づくり支援課長

願文書表の１ページをお開きください。ハンセ

ン病元患者家族の人権回復とハンセン病問題の

全面解決への取組について説明します。

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給

等に関する法律が令和元年１１月２２日に公布、

施行され、ハンセン病元患者等がこれまでに被

った精神的苦痛を慰謝するとともに、名誉の回

復及び福祉の増進を図ることが定められました。

県では、平成１３年のハンセン病国家賠償訴

訟熊本地裁判決を機に、講演会の開催や療養所

訪問研修、新聞やホームページ等による広報、

人権啓発イベントへの参加等を通じて、ハンセ

ン病に関する正しい知識の普及・啓発等により

一層の力を入れてきましたが、これまでの実績

や取組についても、今後、県内市町村とも連携

し、検証・分析を進めていきたいと思います。

元患者家族の方々が地域で安心して暮らすこ

とができる社会の実現を目指し、ハンセン病に

対する偏見や差別の解消に向けて、正しい知識

の普及・啓発になお一層取り組んでいきます。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

紹介議員になっていますので、説明土居委員

させていただきます。

請願事項１から５まで出ているんですけれど

も、この２番、学校教育並びに地域社会におけ

る啓発を、そして３番、それぞれの行政の中で

しっかりとした研修をと。これは今現在も取り

組んでくださっています。引き続き、ここも強

化しながら進めていただきたいなと思っていま

す。

４番は、今回、元患者の家族に対する補償法

ができましたが、これは国が補償の申請窓口を

持っています。ですが、やはり申請することに

よって損害を被るんではないだろうかという恐

れもあるので、申請まで至らない方々もいらっ

しゃる可能性もあります。そういった皆さんに、

地元の行政として国の窓口まで導いていただき

たいということで、ぜひ当事者目線で窓口を設

けてもらいたいというお願いです。

それから１番目は、これまで１９５３年から

１９９６年までらい予防法が施行されており、

絶対隔離政策をやってきました。この問題につ

いては、なぜ行政内部から内発的に問題を解決

できなかったのかというところもあります。当

然、議会の側も同じような問題を抱えています。

そこをしっかりと反省をしながら、ハンセン病

問題の解決に向けた諸施策を見直してもらいた

いという思いであげています。

５番目は、その他あらゆる有効な諸施策をお

願いしますという趣旨ですので、お願いしたい

と思います。

よろしくお願いします。

継続になり、その間、県が主催した猿渡委員

学習会などもあり、徳田先生のお話を聞かせて

いただいたり、映画も見せていただいたりなど、

私も少しですけれども勉強させていただいて、

これまで以上に問題の深刻さを認識した次第で

す。ぜひよろしくお願いします。

ほかによろしいでしょうか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕



- 40 -

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れより本請願の取扱いについて協議します。本

請願について、いかがでしょうか。

〔「採択」と言う者あり〕

採択の声がありましたので、採択で森委員長

お諮りします。なお、合い議をした文教警察委

員会の回答は、採択すべきとのことであります。

本請願については、採択すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本請願について森委員長

は採択すべきものと決定しました。

次に請願４大分県手話言語条例の制定につい

て審査を行います。まず、執行部の説明を求め

ます。

表紙が緑色の請願文書表二日市障害福祉課長

の１ページをお開きください。大分県手話言語

条例の制定に関する請願について説明します。

現在、県が把握している聴覚に障がいがある

方の人数は５，６３９人であり、これらの方に

とって手話は大変重要なコミュニケーション手

段です。

県では、聴覚障がいのある方の意思疎通の円

滑化を図るため、手話通訳者の養成や派遣など

の支援事業を社会福祉法人大分県聴覚障害者協

会に委託し、実施しています。

手話条例における全国の制定状況ですが、２

７道府県をはじめ、計３０１の自治体で制定さ

れています。

また、国では昨年の第１９８回通常国会にお

いて手話言語法案及び視聴覚障害者等の意思疎

通等のための手段の確保の促進に関する法律、

いわゆる情報コミュニケーション法案の二つが

野党４党から共同提出されましたが継続審査と

なり、現在、会期中の第２０１回通常国会にも

当該法案が提出されています。

一方、県では、全国知事会を通じて手話言語

法等の制定について、国に要望を行っています。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、これ森委員長

より本請願の取扱いについて協議します。本請

願について、いかがでしょうか。

〔「採択」と言う者あり〕

採択の声がありましたので、採択で森委員長

お諮りします。

本請願については、採択すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本請願について森委員長

は採択すべきものと決定しました。

次に請願６加齢性難聴者の補聴器購入に対す

る公的補助制度創設に関する意見書の提出につ

いて審査を行います。まず、執行部の説明を求

めます。

同じく、請願文書表の４黒田高齢者福祉課長

ページをお開きください。加齢性難聴者の補聴

器購入に対する公的補助制度創設に関する意見

書の提出に関する請願について説明します。

難聴と認知症の関連、機序及び難聴補正によ

って認知症予防につながるかについては、現時

点においてエビデンスが十分に確立されていな

いと承知しています。

難聴者の補聴器購入に対する補助制度として

は、高度・重度難聴の場合は、障害者総合支援

法に基づく補装具費支給制度があり、普通の会

話が聞き取れない聴覚障害６級以上として身体

障害者手帳を交付された方であれば、年齢を問

わず対象となります。また、中度以下の難聴の

場合、医師等による診療又は治療を受けるため

に直接必要なものであれば、医療費控除の対象

となる場合があります。

なお、介護保険制度における福祉用具につい

ては、起居や移動等の基本動作の支援を目的と

するものであり、身体の一部の欠損又は低下し

た特定の機能を補完することを主たる目的とす

るものではないことから、給付の対象となって

いません。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑、御意見などはありま

せんか。

難聴の方は、大分県、あるいは濱田副委員長
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全国的に相当の数になるんじゃなかろうかと推

測されます。普通、よくテレビなんかで宣伝を

している補聴器、あんなんでも値段からすれば

ピンからキリまであると伺っています。県内で

も結構ですし、全国的に分かれば全国でも結構

ですが、難聴の方はどのくらいおられるんです

かね。

正確な数字はちょっと分黒田高齢者福祉課長

からないんですけれども、６５歳以上の方で７

割という研究結果もあり、県内の高齢者の６５

歳人口の方３７万人ですので、少なく見積もっ

ても２６万人ぐらいいらっしゃるんじゃないか

と考えています。

普通のやつでも何万円もするん濱田副委員長

でしょう。高いやつは１０万円、２０万円。だ

から、どういう予算でこれを何十万人申請があ

ったらとか、そこのところの限度をどう考えて

おけばいいのか、ちょっと分からないんですけ

ど、どうですか。

今、東京都内のいくつか黒田高齢者福祉課長

の区で助成制度があると聞いていますけれども、

やはり低所得者の方に絞った形で助成するです

とか、確かそういった仕組みになっていたかと

記憶しています。

いわゆる限度、程度の問題だと濱田副委員長

思うんですね。だから、例えば何かそれに採択

してもどの程度までやるのか、その辺がちょっ

と分かりにくいですが、猿渡委員、提案者で何

か意見はないですか。

例えば東京都足立区だと、今年７月猿渡委員

からこの制度を取り入れると聞いています。補

助の概要、足立区では一人２万５千円で１回限

りでやろうとしています。今年２月の常任委員

会で決めたようです。

補聴器の普及率が１４．４％で、欧米は３０

％から４０％普及しているんだけれども、それ

が日本では欧米の半分程度です。やはり高いの

で、値段的には片耳１５万円から２０万円が多

くて、１台１０万円から２０万円が半分ぐらい。

２０万円以上を含めると７割強だそうです。そ

ういう高いものなので、やはりいくらかでも補

助があると普及が進むと。今、高齢化社会で人

生１００年時代と言われている中で、例えば自

治会の役員だとか、いろんな社会活動だとかを

高齢の方がかなり担っている面があると思うん

ですよね。そういう中で補聴器、年金も下がる

中で、やはりいくらかの補助は必要かと考えて

いますので、よろしくお願いします。

今、一例で２万５千円と出まし濱田副委員長

たけれども、例えばこれを通したとしても、あ

る程度のそういった制限をどこでするのか。実

際に給付するところは、例えば県なら県がやる

のか。どんなイメージを持っているんですか。

私のイメージは、県と市町村とでと猿渡委員

いうイメージは持っているんですけれども、実

際には市区町村単位でやっているところが多い

ようです。

この加齢性難聴は、何歳から加齢性吉村委員

と呼ばれるのか。現実問題、仮に６０歳からと

して５９歳はだめなのか、そこは何か根拠があ

ったりするんですか。どういった状況が加齢性

とくくれるのか。

申し訳ございません。ち黒田高齢者福祉課長

ょっとその点については承知していませんが、

さきほども申し上げたとおり、ある研究による

と７０歳を超えると大体７割の方が、８０歳を

超えると８割の方が難聴になるという研究結果

があります。６５歳を超えると、やはり難聴は

多くの方が該当するのではないかと推察されま

す。

この加齢性難聴というくくりそのも吉村委員

のが、正直あやふやという認識でいいんですか。

難聴と言えば聞こえないじゃないですか。私

も１回、突発性難聴にかかったことがあります

が、全く聞こえないんですよね、片耳だけ。そ

れは、検査すれば聞こえる、聞こえないが明確

になるので、聞こえていないな、だめだなとい

うのが分かります。この加齢性の難聴に対して

補助を付けるといったときに、加齢性が、どこ

でくくれるのか、何をもって加齢性なのかは明

確じゃないということですよね、要は。６０歳

ぐらいでも、私は加齢で聞こえないんだと言わ

れればそうなっちゃう。５５歳でも、これは加

齢なんだと言われればそうなっちゃう、という
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以外に考えようがないですかね。お答えしにく

いですね、いろいろ。

一般的に高齢者と言うと６５歳から猿渡委員

と言われているので、そういう考え方でいいの

ではないかと私は個人的には思いますけれども。

執行部からいろんな情報をいただき森委員長

ました。ありがとうございます。

また、提出者の猿渡委員からも他の自治体の

話もいただきましたし、実際のところ、１回突

発性難聴になったことのある吉村委員からも貴

重な御意見をいただきました。

この補聴器購入に対する公的補助制度に関し

て、この委員会としてどう取り扱うのかを今の

議論の中で整理をしたいと思いますが、予算の

裏付けも必要な部分にもなってくると思います。

そういったものを総合的に考えながら、委員の

皆さまでこの取扱いについて判断をお願いした

いと思いますが、この辺で質疑はよろしいです

か。

〔「はい」と言う者あり〕

それでは、本請願の取扱いについて森委員長

協議します。

本請願について、いかがいたしましょうか。

採択をお願いしたいです。猿渡委員

今聞いた範囲では、必要なものなの藤田委員

か、若い人はいいのか、目はどうなのかといろ

いろ考えなければいけないことが多岐にわたる

ので、この場では判断ができない気がします。

継続審査とするか、今日採択するか森委員長

どうか諮るかですけれども、藤田委員は継続と

いう御意向でしょうか。

最後の委員会でもあるので、ここである程度

判断した方がいいかなと私は思っているんです

けれども、その結果を受けて、今後また請願者

の方等で話をしていただければいいのかなと思

うんですが。

３月末なので、継続になった場合は猿渡委員

新しい委員会に引き継がれるということなんで

すね。

そういうことです。森委員長

それでは、採択、継続審査、それぞれの意見

がありますので、まず継続審査でお諮りします。

本請願について継続審査とすべきものと決定

することに御異議はありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

異議があるということですので、挙森委員長

手によりお諮りします。（「継続するかどうか

ですよね」と言う者あり）はい。

まず、事前に申しますけれども、継続審査と

すべきでないと、今日判断すべきだということ

であれば採択について諮ります。皆さん挙手を

すると継続審査になります。

いずれにしても採択の意見もありますから、

継続とならなければ、この後採択について諮る

ことになります。

まず、継続審査でお諮りします。

継続審査とすべきものと決定することに賛成

の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手少数であります。森委員長

それでは、これから採択でお諮りします。

本請願については、採択とすべきものと決定

することに御異議はありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

異議があるということですので、挙森委員長

手によりお諮りします。

本請願について採択すべきものと決すること

に賛成の方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

賛成少数ですので、今回は不採択と森委員長

いうことで決定しました。

以上、貴重な審議をありがとうございました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。

まず、冒頭申し上げたとおり、諸般の報告④

新型コロナウイルス感染症への対応についてか

ら行います。執行部は説明をお願いします。

お手元の資料の１０藤内健康づくり支援課長

ページをお開きください。

３月１９日に県内２例目、３例目が確認され

て以降の４日間の動きについて簡単に報告をさ

せていただきます。

３月１９日、臼杵市の御夫婦を県内２例目、
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３例目として感染を確認しました。それを受け

て、第４回新型コロナウイルス感染症対策本部

会議が開催され、本部会議開催後、知事からさ

らなる感染拡大防止対策についてのメッセージ

が発せられました。３月２０日には４例目から

７例目、これはいずれも大分医療センターのス

タッフでしたが、陽性が確認されています。

これを受けて知事の臨時記者会見が行われ、

県内におけるクラスターの発生を確認するとと

もに、早期の終息に向け、まずはこの大分医療

センターにおける感染の全体像を把握するため

に、入院患者及び医療従事者全員のＰＣＲ検査

を実施するために、福岡県へのＰＣＲ検査に対

する協力要請をすることになりました。

また、クラスター対策班――こうした集団感

染のメカニズム、原因、さらには再発防止のた

めに専門家チームが国で用意されていますが、

このクラスター対策班の派遣要請を決定しまし

た。

３月２０日には、東部保健所の内田所長及び

県内の感染管理の専門家である大分大学医学部

附属病院の平松教授を大分医療センターに派遣

しています。

なお、この日の夜、８例目の大分医療センタ

ーから大分リハビリテーション病院に転院した

方の感染を確認しています。

３月２１日には、早速、国のクラスター対策

班が県に入り、大分医療センターにおいて合同

の対策会議を開催しています。これには、さき

ほどの東部保健所、大分大学医学部の平松教授、

大分市保健所、中部保健所、大分医療センター

が入っています。

この後、大分医療センターから県立病院に転

院した方、あるいは大分岡病院、坂ノ市病院や

佐賀関病院に転院した方からも感染が確認され

ています。

３月２２日には、こうした県内における感染

者の急増を受けて、新型コロナウイルス感染症

患者入院調整会議を行いました。これまで感染

症指定医療機関に入院していただいていました

が、重症者を効率よく診療できるよう、県内の

患者数の増加に備えて、感染症指定医療機関に

加え、協力病院にも患者の受入れを要求してい

ます。ただ、患者が重症から軽症と様々で、ま

た、今回、無症状の病原体保有者もかなりの数

で見付かっていますので、症状のない人から本

当に重い人まで効率よく診るために、それぞれ

の医療機関の役割を分担すること。そして、そ

の方の重症度に応じてどの医療機関に入院して

いただくか、その調整を行う仕組みについて御

検討いただきました。

それから、この日は早速、福岡県にＰＣＲ検

査の協力要請をして、３８件、福岡県保健環境

研究所にＰＣＲ検査の依頼をしました。

昨日、３月２２日の１日で１８２件のＰＣＲ

検査を実施しました。県の衛生環境研究センタ

ーで８２件、大分市保健所で６２件、福岡県が

３８件という状況です。

こうした県外の支援もいただきながら、早期

に感染の拡大の状況を把握すべく、大分医療セ

ンターの６００人のＰＣＲ検査を終えたいと考

えています。

その後、県内１４、１５例目は大分医療セン

ターのスタッフ、１６例目は大分医療センター

から自宅に退院した患者、そして１７例目は、

大分県立病院の看護師、これは９例目の濃厚接

触者からの感染が確認されました。１８例目か

ら２０例目が大分医療センターのスタッフ及び

入院患者。さらに、２１例目として、大分医療

センターからコスモス病院に転院した患者から

も感染が確認されたところです。

現在、この医療センターから転院先で感染が

確認された医療機関においては、そこでの濃厚

接触者、同室の患者や医療スタッフなどのＰＣ

Ｒ検査を取り急ぎ行っているところです。

なお、本日夕方からは、大分県医師会新型コ

ロナウイルス感染症対策会議が開催され、クラ

スター対策班からの提言、あるいはさきほど御

紹介した入院患者の調整の仕組みなども、この

医師会の方に周知、共有させていただきたいと

思っています。

簡単ではありますけれども、この４日間の報

告を終わります。

説明が終わりました。森委員長
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これより質疑に入ります。

御意見、御質疑がありましたらお願いします。

大変お疲れさまです。猿渡委員

まず、大分医療センターの看護師が体調悪化

後も勤務を続けていたということなんですけれ

ども、私は、この背景に医療現場の体制が人数

ぎりぎりで、なかなか休みづらい状況があるん

ではないかと思うんですけれども、その点がど

うなのか、夜勤の回数など把握しているんでし

ょうか。把握していれば、月に何回夜勤をして

いるとか、年休の取得状況がどうなのか、もし

分かれば教えていただきたいです。やはりぎり

ぎりの人数で回している場合に穴を空けること

ができないし、夜勤等２４時間体制ですから、

スタッフみんなに影響してきますよね。そうい

う環境があるので、やっぱりその辺が、日頃か

ら少しゆとりがある状況じゃないとこういうこ

とにつながってしまうんじゃないかと思います。

あと、妊娠中のスタッフ、看護師とかもいら

っしゃると思うんですけれども、そういう人へ

の勤務の軽減だとか、配慮とかも必要ではない

か気になります。

さきほど県病では、朝、健康チェックを必ず

やっていて、自宅で体温を測って熱がある場合

などには電話で連絡して、家族を含め体調が悪

い場合には休むという態勢を取っていると聞き

ました。県病の場合は全体が大きいので、応援

体制が取れるということも言っていましたけれ

ども、そういう健康チェックを各病院でどうし

ているのか。これまで以上に協力病院にも受け

入れてもらうと言っています。そういう中で、

その辺は大事かと思います。

二つ目に、感染抑制への具体的な対策ですけ

れども、医療用のマスクや防護服や手袋などが

足りているのか、確保が厳しいのではないかと

思いますが、その点どう確保していくのか。協

力病院にも受入れということになると、防護服

の付け方、脱ぎ方とか、使い方のシミュレーシ

ョン、練習等も必要になるかと思うんですね。

その辺のレクチャー、感染病の対応と一般病棟

とは違うと思うので、その辺も必要ではないか

と。

あともう１点、地域医療構想の中で、感染病

床というのが今後の第７次計画に入っていない

と思うんですけれども、その辺、感染病床の今

後の取組はどうなのかについてお願いします。

たくさん質問をいただいた廣瀬福祉保健部長

ので、なかなか難しいところです。

まず、医療構想で感染対策──医療構想の中

にはありません。医療計画の中に入っています。

中身はちょっと後で担当課長から説明します。

それとあと、夜勤体制とか、そういったもの

を把握する状況ではなくて、濃厚接触者がどれ

ぐらいなのかとか、そういったことを今確認し

ています。

夜勤体制がどうだったかは、当然、夜勤表の

中でどの人が中にいたのかは後でチェックして

いますが、夜勤に関してどうだったのかは、ち

ょっとここでは把握していませんし、その把握

より前に、どれぐらいの医療スタッフがどんな

状況でどれぐらい勤務していて、どれだけ濃厚

だったのかなど仕分けしながらＰＣＲ検査をし

ています。

あと、日頃の医療体制ですけど、大分医療セ

ンターがどうなのかですけれども、当然、一般

的には看護師が不足しているという状況ですが、

実際に不足感があるかどうかは、病院の中のこ

とですので、はっきり分かりませんけれども、

当然３交代がある体制でもやっていて、また、

外来もしていると。対応できるような体制を作

っていると考えています。

マスクなどについて御質問がありますけど、

先日、国からサージカルマスクを５万枚もらい

ましたので、感染症指定医療機関に、大分医療

センターで感染者が多く出ましたので、優先的

に、速やかに配付させていただいて、それを使

っていただく形になると思っています。

出勤前の健康チェッ藤内健康づくり支援課長

クについて、大分医療センターでは３７．５度

を超える場合には出勤させないといったルール

を徹底してきました。実際に症状があるにもか

かわらず出勤したという御指摘ですが、そうい

った報道もされているわけですが、実際には３

７．２度で、そこは病院が決めたルールよりも
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低かったので、出勤したと。そこが今、委員が

御指摘したように、もうちょっと勤務環境に余

裕があれば、基準の７度５分は超えないけれど

も、休もうかなということも考えられ得るわけ

ですが、基準より下回ったので仕事をしたとい

う部分は、今の厳しい医療の現場や病院のルー

ルを考えるとぎりぎりのところだったんではな

いかなと思います。

出勤したお二人を責めるのはつらい部分はあ

りますが、今日のような新型コロナウイルスの

感染状況を考えれば、これもいつも知事からも

申し上げていますが、やっぱり無理をせず休む

ことが必要だろうとは思います。

それから、地域医療計画では、感染症病床は

県下の人口とか、医療圏ごとの規模で２６床と

いう計画です。ただ、大分県はそれを上回る第

二種の感染症が３８床、一種が２床で、合わせ

て４０床で、国が定めた基準の感染症病床より

も多いという状況です。

あと、防護服の着脱等については、感染症指

定医療においては、常時訓練をしていただいて

います。協力病院等において、実際にどれぐら

いやっているかは正確には承知していませんが、

今回受け入れることになれば、保健所が毎回そ

ういう医療機関の指導もしていますので、そう

したサポートもしながら感染管理がさらに徹底

できるようにはしたいと考えています。

私も四つぐらい質問があるんですけ土居委員

れども、まず一つ目です。知事から感染症指定

医療機関の病床数４０床を、１００床にすると

いうお話がありました。具体的にどこの病院な

のか。さきほど病院局では、県病は１２床ある

と話していましたが、どこの病院を増やしたの

か。

そして今現在、どれぐらい使っているのか。

今現在、どれぐらい余りがあるのかを伺います。

どれくらい使っているかと廣瀬福祉保健部長

いうことですけれども、病院名は、患者が殺到

したりする可能性もありますので、ちょっとそ

こは控えさせていただきたい。申し訳ありませ

ん。

なるほどなるほど、クローズ、分か土居委員

りました。

八つの感染症指定医藤内健康づくり支援課長

療機関で４０床ですけれども、それ以外の１９

の医療機関からも協力をいただき、それを全部

合わせたときに１００床という状況です。

この中には、感染症指定医療機関の感染症病

棟に加えて一般の病床でも受け入れるという形

で、八つの医療機関の感染症病床を少し増やし

た部分もありますし、それ以外の１１の病院が

一般の医療機関だけれども、協力医療機関とし

て受け入れるとしたものもあります。それをト

ータルしたときに約１００床ということです。

今使っているのは……土居委員

今入っているのはそ藤内健康づくり支援課長

のうちの２０床です。

次に、例えば、私は竹田市が地元な土居委員

んですけれども、竹田市で陽性が出た場合です。

地元の豊肥医療圏を見てみると、豊後大野市

民病院は感染防止対策を取っている病院なので、

４床受入れ可能だと言っています。

竹田市ではどこに入れるものなのか。豊後大

野市に行かなければならないのか。豊後大野市

で４床埋まっていたら、また、重症の方のケー

スで、３床埋まっていて、余裕を持たせるため

によそに行かなければならないときの移動はど

うするのかお伺いしたいと思います。

さきほど部長も申し藤内健康づくり支援課長

ましたが、実際に感染症指定医療機関は、豊肥

医療圏は豊後大野市民病院と明記されています。

それ以外に協力病院があるんですけど、そうい

った公表はしていないので、そこはちょっと控

えさせていただきたいと思います。

医療機関間の搬送については、患者さんの容

体によります。患者さんの容体が落ち着いてい

れば、保健所の公用車で搬送となりますし、そ

れから、いろんな酸素吸入がいるという状況に

なれば、救急車での搬送となります。これは消

防本部とも、そうした場合の救急車の消毒であ

ったり、運ぶときの隊員の防護であったり、こ

れは平時からも消防本部とともに訓練をやって

いますので、そうした搬送も可能です。

分かりました。その調整をするのは、土居委員
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多分、コーディネーターが選定されているんで

すけれども、これはどなたなのかお伺いしたい

と思います。

実際には決まってい藤内健康づくり支援課長

ますが、名前を出すと……（「その方にどんど

ん」と言う者あり）

分かりました。最後の質問ですけれ土居委員

ども、さきほど田代病院局長と話をしたときに、

陰性と出てもまだ分からないかもしれないとい

うのが今回の新型コロナウイルス感染症なので、

今回ＰＣＲ検査をしていますが、陰性と出た方

にはどのような指導をされているのかお伺いし

たいと思います。

今回、ＰＣＲ検査の藤内健康づくり支援課長

対象となっている方は、濃厚接触者としてＰＣ

Ｒ検査をする場合と、大分医療センターのよう

に、どの病棟まで感染が広がっているか、その

全体像を見るためのＰＣＲ検査と大きく二つに

分けられます。

そして、濃厚接触者としてＰＣＲ検査した場

合は、陰性であってもそれでオーケーですよと

いうことではなくて、最終接触から２週間は自

宅待機をしていただきます。あるいは、その間、

健康観察をして、もし熱が出たり症状が出るな

らばもう一度ＰＣＲ検査をします。

ただ、濃厚接触ではないんだけれども、その

集団の中でどのような感染が広がっているかを

把握するために実施された方々については、１

回陰性が確認されれば、まずそこは大丈夫だと

考えていただければと思います。

分かりました。引き続きよろしくお土居委員

願いします。

医療機関から感染者が出ていま濱田副委員長

すけれども、例えば、ふだんから病院に通って

いる高齢者が一般の開業医にだんだん行きづら

くなる。医療機関自体に行きづらくなる状況が

ぼつぼつ出ておるんじゃないかなという気がす

るんですけれども、その辺の今の状況、県とし

てどんなふうに捉えているのか。

それは、県医師会の藤内健康づくり支援課長

感染症担当理事ともその辺りの情報交換をさせ

ていただいています。もう既に、開業医の方の

中には、実際にかかりつけの患者について、ま

ずは電話で相談していただいて、その方の持病、

いつもの健康状態を分かっているので、「ああ、

まだそれくらいの状態だったら受診しなくてい

いから、もう少し様子見てね」と、できるだけ

受診を控えさせるようなアドバイスをしている

そうです。

また、高血圧とか糖尿病とかで毎月受診され

ている方も、薬を３か月分出す３か月処方とす

ることで、もう５月まで来なくていいよという

形で可能な限り医療機関の受診の機会を減らす

という取組を既に始めている方もいらっしゃい

ます。

地域の医療機関における新型コロナウイルス

の感染の広がりを考えたときに、持病を持って

いる方は定期的にしっかり受診する必要があり

ます。そうやって処方を延ばすとか、電話で状

況を伺って大丈夫なら例えば処方箋を発行して、

かかりつけ薬局で薬が出るようにする、そうい

う工夫をこの機会に医師会を通じてそれぞれの

かかりつけの先生にそれを広げていただくこと

も考えていく。正に今日、医師会の対策本部会

議でそうしたことも議論されると思っています。

今回のコロナの関係で、そ廣瀬福祉保健部長

ういった特例が認められて、電話でも診療や投

薬を行えます。それをもっと徹底してアピール

していこうという話も今日出ています。

さきほど病院局のときに、県立病院藤田委員

の看護師が感染したのは、その前段で、大分医

療センターから県立病院に転院された方がいる

と県立病院の側から調査をして、その方を対象

に検査したら陽性だったというお話だったんで

すね。今ここに出ている岡病院、坂ノ市病院、

佐賀関病院、コスモス病院も同じように、受入

側から調査した結果で出てきたものなのか。も

しくは医療センター側からこちらに転院されて

いるので、調べてくださいということで出てき

たものなのか、その辺の状況はどうなんですか。

３月２２日付けで大藤内健康づくり支援課長

分医療センターの病院長名で、転院先や対策、

施設も含め、通知をしっかりして、大分医療セ

ンターからアプローチをしています。
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ただ、２０日、２１日の分は、むしろ周りの

病院が今回の患者発生を受けて、そういう方が

いないかを先に調べて探知できたものと聞いて

います。

記者発表も含めて皆さん相当苦労さ藤田委員

れているんだろうと思うんですけれども、情報

の伝え方の中で、例えば１例目の臼杵市の御夫

婦の感染が確認されたときに、クルーズ船に乗

っていた方が発症したみたいだぞといううわさ

がずっと流れちゃうんですね。そうすると、ほ

かの乗っていた方も疑われたりということもあ

りますし、今回の転院の関係でいくと、転院先

がもっとほかにもあるんじゃないかという疑心

暗鬼になってくるような気がするんですね。

例えば、１例目の臼杵市でそういううわさが

出たときに、この方々はクルーズ船に乗った方

ではないことを僕はたまたま臼杵の人から聞い

たので土曜日には分かっていました。転院した

病院もここまでだとか、今出ているほかにはあ

と何病院あるけれども調査中ですとか、分かる

範囲でできるだけ伝えていただいたくと、ガセ

ネタも含めていろんな情報が今飛び交う世の中

なので、そういう情報の伝え方をしていただい

た方がいいのではないかなという気がしていま

す。

実はクルーズ船との藤内健康づくり支援課長

関連は報道機関からも尋ねられて、そうではあ

りませんと申し上げました。そういうニュース

はなかなか伝わらないので、うわさを打ち消す

までに至らなかったのは、ちょっと我々もその

辺は配慮が足りなかったかなとは思います。

これから本当に、県民の不安の解消につなが

るような情報の伝え方、さらには工夫をしてい

きたいと思います。

皆さん方は本当に、現場で真向かい藤田委員

で対応していて大変だろうと思います。そうい

う情報は、こういうものが流れているけどどう

なのかと、別の部署でチェックしていただける

体制があるといいなという気がしますね、マス

コミの方も含めてですね。

ＰＣＲ検査の結果が出る前の感染し羽野委員

ているかもしれない人の対応なんですけれども、

濃厚接触者だと判断されたときに、自宅に行っ

て検体を採取して、あとは自宅待機。若しくは

病院に来てくださいということで来てもらって

採取をするのか。

それともう１点は、何らかの症状がある病院

に来られた方で、結果として検体採取する場合

に、採取した後は、病院で待機するのか、一旦

帰ってもらって自宅へ結果をお知らせして、そ

の後の対応を検討するのか。感染したかもしれ

ない側に対してどのような対応を取っているん

でしょうか。

今回の濃厚接触者の藤内健康づくり支援課長

中でも、症状が全くない方がいるんですが、そ

の場合、病院の職員であれば病院で取るのです

けれども、退院した方とか、あるいはその方の

濃厚接触者で家にいらっしゃる方の場合は、こ

れは大分市保健所が検体採取を行っています。

その場合は、結果が出るまで自宅で待っていた

だくことになります。

症状がある場合は、帰国者・接触者外来で受

診いただいて、そこで検体を取っていただきま

す。状態が許せば家で待ってもらうこともあり

ますし、少しが症状があり治療が必要というこ

とになれば、そのまま医療機関で結果が出るの

を待っていただく、これはケース・バイ・ケー

スです。

それでは、新型コロナについては以森委員長

上で審査を終わります。

ここで藤内課長などこの後いろいろ御対応が

ある方は退席した方が良いですかね。（「でき

れば、もう退席させていただいた方が。」と言

う者あり）

そうですね。藤内課長におかれては、連日連

夜にわたって審議監と一緒に対応にあたってい

ただき、本当にありがとうございます。テレビ

に出ている課長を見て、大丈夫でしょうかと心

配している方の声も聞きましたので、くれぐれ

もお体に十分注意されて、よろしくお願いしま

す。

ここで３名の方が退席されます。

〔藤内健康づくり支援課長 退席〕

〔伊東審議監 退席〕
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〔幸福祉保健企画課長 退席〕

それでは、諸般の報告①から③につ森委員長

いて一括して説明をお願いします。

委員会資料の６ページをお一丸医療政策課長

開きください。まず大分県医療計画に記載する

医師の確保に関する事項について説明します。

お手元に計画本体をお配りしていますが、説明

は委員会資料で行います。

まず計画の概要ですが、資料の左上、第１章

医師確保計画の趣旨の１のとおり、この計画は、

平成３０年の医療法の一部改正により、都道府

県の医師確保対策を推進するため、県医療計画

の中の医師確保に関する事項を特出しして、医

療計画の一部として、都道府県が今年度におい

て策定するものです。計画の期間は、令和２年

度から５年度までの４年間となっています。

次に、計画の内容については、昨年の第４回

定例会の委員会で説明したとおり、第２章医師

偏在指標、第３章医師少数区域・医師多数区域

等の設定、第４章医師確保に関する方針、目標

医師数及び施策、第５章産科・小児科における

医師確保計画としています。

次に、資料右下のパブリックコメントについ

て説明します。（１）の実施期間のとおり、本

年１月１７日から２月１７日にかけて、県民か

ら意見を募集しました。提出された意見は全部

で３件で、（３）の計画への反映状況としては、

計画の推進にあたり留意すべきものとして、地

域の診療所の後継者確保に関するものが１件、

計画に反映済みのものとして、産科医の確保な

ど２件となっています。

本日、お手元に配付している計画については、

今後公表する予定です。

続いて資料の７ページをお開きください。大

分県医療計画に記載する外来医療に係る医療提

供体制の確保に関する事項について説明します。

同じく計画本体をお配りしていますが、説明は

委員会資料で行います。

まず計画の概要ですが、資料の左上、第１章

外来医療計画に関する基本的事項の（１）のと

おり、この計画は、平成３０年の医療法の一部

改正により、地域における外来医療機能の偏在

・不足等に対応するため、医療計画において外

来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

を追加し策定するものです。計画の期間は、令

和２年度から令和５年度までの４年間となって

います。

次に、計画の内容については、昨年の第４回

定例会の委員会で説明したとおり、第２章外来

医療提供体制の現状と課題、第３章今後の施策

の方向、第４章医療機器の効率的な活用、第５

章外来医療計画の推進としています。

次に、資料右下のパブリックコメントについ

て説明します。（１）の実施期間のとおり、本

年１月１７日から２月１７日にかけて、県民か

ら意見を募集しました。提出された意見は４件

で、（３）の計画への反映状況としては、計画

の推進にあたり留意すべきものとして、新規開

業者への対応に関するものが２件、計画に反映

済みのものとして、医療機器の共同利用など２

件となっています。

本日、お手元に配付している計画については、

今後公表する予定です。

資料の８ページを藤丸こども・家庭支援課長

御覧ください。大分県社会的養育推進計画につ

いて説明します。同じく計画本体をお配りして

いますが、説明は委員会資料で行います。

資料左上、計画の策定にあたっての（１）趣

旨については、本計画は、平成２８年改正児童

福祉法に示された子どもの権利と家庭養育優先

原則を実現するため策定するものです。（３）

計画期間は、令和２年度から１１年度までの１

０年間となっています。

次に、計画の内容については、昨年の第４回

定例会の委員会で説明したとおり、国の策定要

領に基づき、１社会的養育の体制整備の基本的

考え方から１０児童相談所の強化までの１０項

目を定めています。

次に、資料の右下パブリックコメントについ

て説明します。（１）実施期間のとおり、本年

１月６日から２月５日にかけて、県民から意見

を募集しました。提出された意見は、（２）の

とおり全部で４３件あり、そのうち（３）計画

への反映状況は、その意見の趣旨・内容を計画
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へ反映したものが、子どもの権利擁護に関する

ものなど１７件、計画の推進にあたり留意すべ

きものが、児童相談所の強化に関するものなど

４件、計画に反映済みのものが、子どもの権利

擁護に関するものなど２２件となっています。

本日、お手元に配付している計画については、

今後公表する予定です。

資料の９ページ渕野障害者社会参加推進室長

をお開きください。大分県障がい者芸術文化推

進基本計画について説明します。同じく計画本

体をお配りしていますが、説明は委員会資料で

行います。

まず、計画の趣旨ですが、資料一番上の第１

はじめにのとおり、本計画は平成３０年に開催

された第１８回全国障害者芸術・文化祭を背景

に、障がい者の芸術文化活動の振興を図るため

の施策の方向性や取り組むべき事項を定めるも

のです。計画の期間は令和元年度から５年度ま

での５年間としています。

次に、計画の内容ですが、昨年の第４回定例

会の委員会でも説明したとおり、第２大分県の

現状と課題、第３大分県障がい者計画上の基本

的な視点、第４施策の方向性で構成されており、

施策の方向性では、相談体制の整備や創造・発

表・鑑賞機会の拡充などそれぞれの項目ごとに、

今後の主な取組を記載しています。

最後に、パブリックコメントの実施状況です。

資料一番下を御覧ください。意見募集は、１の

とおり本年１月２２日から２月２１日までの３

１日間実施しました。その結果、２のとおり、

県民の皆さんから１３件の意見をいただいたと

ころです。この意見については、３のとおり、

創造・発表・鑑賞機会の拡充に関する意見１件

を計画に反映するとともに、計画に反映済みの

ものが９件、施策を進めるにあたり今後留意す

べきものが３件となっています。

本日、お手元に配付している計画については、

今後公表する予定です。

以上で説明は終わりました。これよ森委員長

り質疑に入ります。質疑はありませんか。

医師確保の件で、地域枠を増や濱田副委員長

したらどうかという意見が従来からいろんなと

ころから出ておりました。今は１３人ですが、

そういった意見に基づいて、県から要請をした

。ことはありますかね

また、もし要請したのであれば、その返答は

どうなっているか。

地域枠は今１３人なんです一丸医療政策課長

けれども、そのうちの１０人は国の施策で臨時

定員の増となっています。今、大分大学医学部

の定員が１１０人で、その１００を超える１０

人分が正にその臨時定員になります。

国は、令和４年度から、将来、医師の数が足

りて飽和状態になるだろうと、その臨時定員の

削減を考えているところです。まだ大分県内は

医師がそんなに足りている状況ではないと、今

後も必要だと考えていますので、その臨時定員

の維持を国に要望しています。

また、全国知事会からも同様の要望を国にし

ているところです。その回答はまだ今のところ

ありませんが、今年度、令和４年度以降の臨時

定員についての考え方が示される予定になって

います。

結局、基本的には就職活動なん濱田副委員長

かと一緒で、やはり都市に偏重したり、県内な

ら大分市内とか、こういう状況を解消する何か

の手立てを取らんと、数だけ増やせばいいとい

う問題でもないと思うので、その辺の、最後は

所得になるのかね。基本的にやっぱり都市偏重

にならないような何か手当てをする必要がある

んじゃないかなと思うんですけれども、その辺

の考え方はどうですか。

この地域枠等もそうなんで一丸医療政策課長

すけれども、今、大学独自で地元枠というもの

を検討しており、大分県内各地、今やはり医学

部へ進学する方は割と大分市に偏る傾向にあり

ます。それぞれの地域からの医学部進学者につ

いては、やはり大分大学に行っていただいて、

地元に残っていただきたいといった方向にも沿

うものかなとも思っています。それを今、大学

と文部科学省で調整しているところです。

学部にはまだ詳細を言われていないんですけ

れども、そういった取組も大分県に医師を残す

方向にはなるのかと思っています。
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また、いろんな方向で考えていきたいと思う

んですけれども、大分大学自体が県内出身者が

４割ぐらいです。県外から６０％来ているんで

すけれども、大学でも、県内出身の方はもちろ

んですけれども、そういった県外から大分に進

学して来られた方に大分に残ってもらう取組、

説得、そういうのも進めています。医師免許を

取った後、２年間の臨床研修があり、県内１２

の指定病院があるんですが、その最初の２年大

分に残っていただくと、そのうち８割ぐらいは

大分に残っていただけるという過去のデータも

あります。そういったところの取組も進めてい

きたいと思っています。

社会的養育推進計画の中の４０ペー土居委員

ジの上から３行目の後半部分です。一時保護後

の有効な支援につなぐことができるように一時

保護所のアセスメント機能強化のため頑張って

いきたいという文言がありあります。実は先日、

九福臨の研修会があって、このアフターフォロ

ー後の体制を聞きたいなと思ってホルトホール

に伺ったら、コロナの影響で縮小化され、この

講座がなかったんです。措置が入るときには一

生懸命皆さん措置しようと思ってかかるんです

けれども、その後、措置が解けたときにどのよ

うにしてフォローするのかは大きな問題だと私

は思うので、この辺どのように考えていらっし

ゃるのか、お伺いしたいなと思います。

例えば、虐待など藤丸こども・家庭支援課長

でどうしても一時的に保護して子どもを預から

ないといけないことがありますが、そのときは

当然、親子が引き離されてしまう。ただ、それ

は一時的なものであり、基本的にはやはり親子

が一緒に生活するのが最も望ましい形になると

思います。一時保護を解除した後に、残念なが

ら施設に行かれる方も５００人程度いらっしゃ

いますけれども、多くの子どもについては家庭

に復帰した後は、児童相談所、市町村、また専

門機関もありますが、そういったところが継続

的に家族を支援しながら、ときには児童相談所

に措置をしてもらって、専門的な指導をしなが

ら、親子関係がまた再構築されるようにと取り

組んでいるところです。

引き続きそういった機能も強化しながら、親

子が家で暮らせるように取り組んでいきたいと

思います。

ほかによろしいでしょうか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、こ森委員長

れで諸般の報告を終わります。

予定していた案件は以上ですが、この際ほか

に何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをもっ森委員長

て福祉保健部関係の審査を終わりますが、ここ

で私からお礼を申し上げます。

〔森委員長挨拶〕

〔廣瀬福祉保健部長挨拶〕

ありがとうございました。森委員長

せっかくですので、今年度末で御勇退される

髙塚保護・監査指導室長から御挨拶をいただき

たいと思います。

〔髙塚保護・監査指導室長挨拶〕

ありがとうございました。それでは森委員長

これで福祉保健部関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔福祉保健部、委員外議員退室〕

このメンバーでの委員会はこれで最森委員長

後になりますが、この際、ほかに何かありませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、本日の委員森委員長

会がこのメンバーによる最後の委員会でありま

すので、一言御挨拶申し上げます。

〔森委員長挨拶〕

これをもちまして、福祉保健生活環森委員長

境委員会を終わります。

１年間、大変お疲れさまでした。


